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◎開議の宣告

○議長（白岩征治君） おはようございます。定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◎一般質問

○議長（白岩征治君） 本日の日程は一般質問であります。 

   質問は、通告順に行います。質問は、会議規則第６３条の準用規定により、一問一

答方式で行います。また、質問時間は、答弁を含め１人につき９０分以内を原則とい

たします。 

   なお、質問及び答弁は簡潔明瞭に努めるよう、よろしくご協力のほどお願いいたし

ます。 

   それでは、通告第４、１１番上田秀人君の一般質問を許します。１１番上田秀人君。 

◇１１番 上田秀人君

          １．西郷村拠点づくりプロジェクト計画と公共交通網整備計画につ 

            いて 

          ２．村営住宅及び定住促進住宅について 

          ３．介護保険事業について 

○１１番（上田秀人君） 改めまして、おはようございます。１１番、通告に従いまして

一般質問を行いたいと思います。 

   まず、通告の第１としまして、西郷村拠点づくりプロジェクト計画と公共交通網整

備計画についてということでございます。 

   最初に、拠点づくりプロジェクト計画の進捗状況についてお示しをくださいという

ことで通告をしてあります。 

   拠点づくりプロジェクト計画の進捗状況についてお示しくださいということで、最

初に通告を入れました。このことに関しましては、本年１月２４日に全員協議会にお

いて、計画について説明をいただきました。そのときの資料の中で、目的としまして

いろいろ説明をいただきましたけれども、計画の目的として、中段のあたりに、今後

の人口推移に関しては予断を許さないということからいろいろ書いてありまして、西

郷村まち・ひと・しごと創生総合戦略の取り組みとして、安心して暮らしていく上で

必要な生活サービスを受け続けられる環境を維持していくために、防災拠点である役

場庁舎及び交流拠点である村文化センターを中心とした行政機関、公共交通ターミナ

ル、産業施設と金融機関等の集約を図るなど、拠点の形成を目指すということで、こ

の部分が１つの目的かなというふうに理解をするところでございます。 

   また、そのときの資料の中で、この拠点づくりプロジェクト計画の策定スケジュー

ルというものが示されています。このスケジュールを見ますと、１１月から３月まで

のタイムスケジュールが書いてございます。この中で２月から３月に向けての中で、

将来ビジョンの検討と、３月においては運営方法の検討ということがスケジュール検

討、あとは概算事業の検討、あと３月の半ばぐらいから整備、財政等の検討、公共施
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設の課題などというふうに書いてありますけれども、このような私らに示された策定

スケジュールのとおり、まず進んでいるのかどうなのか、そこからまずお示しいただ

きたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） １１番上田議員の質問の第１、拠点づくりプロジェクト

計画策定の進捗状況についてお答えいたします。 

   現在、村では地方創生総合戦略の取り組みといたしまして、８月に地方創生加速化

交付金の交付を受けまして、安心して暮らしていく上で必要な生活サービスを受け続

けられる環境を維持していくために、拠点づくりプロジェクト計画の策定に取り組ん

でおります。 

   計画の策定に当たりまして、課題や要望等の把握を行うための基礎調査といたしま

して、村民２,０００人を対象としましてアンケート調査を実施いたしました。 

   次に、コンセプトを検討することや住民要望を抽出することなどを目的に、村民、

事業者、若手行政職員３０人をメンバーといたしまして、ワークショップ形式で意見

交換をし、村への提言をまとめております。 

   それで、このアンケート結果やワークショップでの意見を基礎といたしまして、産

業、防災関係、大学、金融機関、教育関係、言論機関、農業関係者等のさまざまな分

野から構成される策定委員会と特別職・管理職で構成する幹事会を開催しまして、計

画をまとめているところでございます。 

   先ほどお話しされましたように、現在、将来ビジョンの検討、それから概算事業費、

そういったことについて検討しているところでございます。 

   今後は、パブリックコメントを実施しまして、村の総合振興審議会の答申をいただ

いて計画を策定する予定でおりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君の再質問を許します。 

○１１番（上田秀人君） １１番。ただいまの答弁をいただいて、答弁の中で、

２,０００人にアンケートを実施したと、あとは若手職員なり、今、村の関係する方

に３０人ほどお願いをして、ワークショップを開催しながら計画をまとめていったん

だということで、この３月においては具体的な実施計画のほうに移行していくのかな

というふうな部分を理解するところでございます。 

   ただ、今回、私らに示された資料を見ていますと、いわゆる防災拠点としての役場

庁舎、交流機関としての文化センターがあり、それらを中心に、いわゆる行政機関、

あとは公共交通ターミナル、商業施設、金融機関等をこの周辺に集約を図るというこ

とで理解をするところでございますけれども、もし違うのであれば違うというふうに

説明をいただければ。要するに、村の核となる場所をつくる。この場所に来れば、い

わゆる行政手続から交流、買い物、銀行などね、金融機関と言えばいいんですかね、

銀行と言うよりも─などの用事を済ますことができるようになるというふうに理解

をするところでございます。 

   そして、その中心点をつくったところから、いわゆる公共交通網を整備をしていく
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というふうに理解をしていいのかなというふうに思うんですけれども、まずそこから

確認したいと思いますけれども、それでよろしいんでしょうか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   そのような計画をつくっていきたいというふうに考えております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。本題のほうに移っていきたいなと思うんですけれども、

いわゆる公共交通機関の話になると、いつもこの西郡、白河市を中心とした発展した

地区なので、白河市が中心になって、そこから放射状にバス路線なり、今、公共交通

機関の整備が進んでいるということで、なかなかうまくいかないんだというお話が今

までずっと継続でありました。それを打開するがゆえの、いわゆる公共交通機関の核

をつくり、そこを中心として交通網を整備していくということなのかなというふうに

理解するわけでございます。 

   具体的にどのような公共交通機関の形態を考えているのか、村としての考えをお示

しください。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   具体的にどのような公共交通網の形態を考えているのかということのご質問でござ

いますが、具体的に申し上げますと、役場周辺などの生活拠点と新白河駅、白河駅と

を結ぶ市町村間の幹線となる路線を増便して、利便性の向上を図り、その他必要に応

じてスムーズな乗りかえができる路線バスや、デマンド交通等の少量輸送による新た

な交通システムへの転換を目指したいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。今の説明ではちょっと理解できない。というのは、先

ほど私申し上げたように、白河市を中心に、いわゆる道路網、あとはその道路に沿っ

ての公共交通機関というのが整備されてきちゃった。ですから、白河市を中心に放射

状、要するに西郷でいえば、東から西に対しての道はあるけれども、南北に関しての

道が少ないと。そういう問題をどのようにクリアしていくのかということだと思うん

ですよね。 

   これを、例えば魚をとる網のように西郷村を路線を組んでしまえば、大変なお金が

かかるとかいろんな問題が出てくるかと思うんです。そこを具体的にどういうふうに

進めていくのかという部分なんです。そこがある程度見えないと、これは判断しよう

ないんじゃないかなと思うんです。 

   今回、私もいろいろ考えてみました。質問する上で、何か具体的な考えはできない

かなということで、いろいろ考えてみました。今回、西郷村バス路線図というものを

入手しましたので、これをちょっと今眺めていました。そのときに考えついたのが、

まずこの路線図をちょっと見ていただいたほうがわかりやすいかと思うんですけれど
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も、これ逆にします。こっちが北なので、北は向こうですのでね。こっちが白河にな

ります。こっちが甲子温泉のほうになります。 

   そうすると、例えば西二中から役場、あとは下羽太のほうまで、こっち側の線を入

れて、東側を路線バスを中心に組んではどうかなというふうに考えたんです。これは、

路線バス中心じゃないですよ。今やっている外出支援なんかも、やはり入れるべきか

なと思うんですけれども、これ現在、何度も申し上げているように、新白河駅周辺、

あとは白河市が商業施設の中心になっている、あとは医療機関もそこに集中してしま

っている。ですから、ここは絶対外せないということで、いわゆるこの半分をまず路

線バスをもう一度再編し直すべきかなというふうに思います。 

   現在、村が行っているこの循環バスの部分、この部分も─今やっていますよね、

南回りと外回りだっけか、その部分もある程度補強すべきかなというふうに思います。 

   続いて、いわゆる残った西ブロックですね。このブロックをどうするかということ

ですけれども、現在の路線バスよりも、もっともっと小回りのきくバスで、もう少し

細かく歩けるようにしてはどうかということを考えたんです。この西ブロックに関し

ては、東もそうですけれども、いわゆる予約制のバスで、不定期路線で走れるような、

そういうバスを構築をして、今、課長が答弁されたように、この役場を発着点にして

はどうかということを考えたんです。そういう考えに関しては、まずどのようにお考

えになるか、ちょっとまず確認したいと思います。いかがお考えになりますか。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   ただいま議員からご意見示されましたが、基本的に考え方は一緒かなというふうに

思っています。役場の拠点と白河方面の利便性を向上させる。あと、ほかの地域につ

いては、バス以外で、１つの方法としてデマンドとかそういったものを組み合わせて、

いわゆる接続をうまくいくようにして、どこの地域からも役場を経由したり、あるい

は別な方法で白河方面に行くとか、そういう路線バスと別なシステムの組み合わせと

いうのを考えて、システムづくりを検討していきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。基本的に同じだということで今、考えが示されました

ので、ちょっと安心しました。 

   その中で、いつも気になるのは、移動困難者と言われる方ですよね。いわゆるちょ

っと足が悪くて、なかなか歩くのが大変だとか、こういった方に対しての配慮という

のは、今言った西ブロック、東ブロックにしても、やはり絶対的に必要な部分だとい

うふうに考えるわけであります。この利便性をきちっと確保しながら、このバス路線

というのはやはり再編すべきかなというふうに思うんです。 

   役場周辺、拠点プロジェクトということで今進めていますので、拠点をつくる、そ

こでわざと私は乗りかえをしてもらってもいいのかなというふうに今回考えてみまし

た。というのは、自分でちゃんと歩ける方が、全てドア・ツー・ドアで本当にいいの
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かということを考えたりもするんです。やはり、介護予防とかいろんな目的を踏まえ

て、少し頑張って歩いてくださいよということもお願いしてもいいのかなというふう

に思うんです。ただし、歩けということを、歩いてくださいとお願いする中で、ここ

で乗りかえるときに、あえて私はその時間を、タイムラグをつくってはどうかという

ふうにも今回考えてみました。 

   例えば、甲子のほうからデマンド型の車でここまで来ました、ここでおりました。

ここから、今度は路線バスに乗ります。その乗る時間、１０分なり２０分なり時間を

わざとつくってはどうかというのも考えてみました。というのは、ここに来て、その

１０分、２０分で何をするか、いわゆる行政相談員の方がここで待ち受けをしていて、

行政相談を、話を聞いてくれる、いろんな困り事の相談に乗ってくれる。もしくは保

健師がここで待ち受けをして、健康相談をしてくれる、血圧測定を行ってくれる、そ

ういう何かがあれば、乗りかえもほんの少し大変でも、少しは和らぐのかなというこ

とを考えてみました。 

   こういうことに関して、これは村長になるのかな、そういう考えはどのようにお考

えになりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） アイデアは、いただいて本当にありがたいことであります。そも

そも拠点は、今言われたような目的で今やっています。１つは、防災のこともありま

して、今までは役場庁舎というのをどう考えるかとなると、お金をためてやってくだ

さいと、これは役場の職員だけの話だからということでしたが、今般、やっぱり

３・１１、熊本があって、行政機能がダウンしてしまうと災害対応できないというこ

とで、新たな財源措置を国がつくったわけです。役場も補助金を出すという形になっ

てきましたですね。こういったこともあったりして、あとは地方創生の今言われた拠

点です。 

   さて、交通計画ですが、交通計画はやっぱり、過去の例があります。福島、県南バ

スから福島交通に移行した。今までは、徒歩から自転車、あるいはということでバス

になりましたね、何に乗っていったか。それは、白河は母都市ですから、大体用足し

に行くというのは町に行くと、昔から言っていました。そこでいろんな満足を得るわ

けですが、それはだんだん今度、自家用車の進展、昨日申し上げましたが、やっぱり

車社会になってきましたので、乗る人が限られてきたと。現状どうなのかということ

でずっと来ましたが、白河にという、私も白河で計画していましたが、やっぱり各町

村から母都市である白河に来る、駅、ＪＲですね。そういうところが起点になった場

合は、全て受け入れて、そしてともに路線を確保する。さらには補助金をもらう、さ

らには分担金は路線延長ありであるということで来たわけですが、今や車社会の進展

と同時に、乗る人等がやっぱり交通弱者という部分にだんだん限定されてまいりまし

た。 

   さて、そこでということで今やっていますのは、福島交通の補助金のバックアップ、

もう一つは健康推進課でやっている、本当にひとり暮らしとか車の手段がない者につ



－68－ 

いてどうするかと、これが今やっている中身ですが、実際は本当に夕方とか、今の乗

る人を見ていますと、やっぱり少ないというか、このままでいいのかどうかというご

指摘があります。よってということで、路線の再編に行き着くわけでありますが、問

題はやっぱり、目指すところは本当にそんなに少なくなったんだら、タクシー券を出

せばいいんじゃないかということから、それが１００ですね。それがお金は間に合わ

んだろうということで、公共輸送機関としてのバス、あるいは今ご提言のありました

拠点と、それからＯＤ、デスティネーションがどこなのかという調査と相まった結果

に最終的にはなるわけでありますが、何のために、どこで、いつ乗っているかという

全てのものと、それからこれから打つべき措置がマッチングが本当に合ってくるかと

いうことが、今回の落としどころになります。それも、やるのはやっぱりバスの事業

者といったものができる内容であればいいと、できない場合はということで、今言わ

れた次の施策という形の組み合わせになっていくのかということになってくると思い

ます。 

   １つは、やはり今やっている、行政でやっている運行が、運輸省との関係もありま

すよね。運輸関係というか、お金を取る場合、取らない場合といったこととか、ある

いはさっき言われた待ち時間、いい話だと思います。そういう組み合わせをどうでき

るのか、それがどこまでの行政として出せる限界なのかというのが今後の研究という

か、検討の課題になってくるわけでありますが、今言われたように、乗りかえといっ

たもの、あるいは役場の拠点との連携、それから時間のタイムラグの中における─

今、私聞きましたのは、ピンピンキラリ運動という意味との重ね合わせみたいのがほ

のぼのと見えている部分もありますので、いろいろご指摘というか、ご提言あったと

ころは参考にして、進めてまいりたいと思っております。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。いろんな答弁、今いただいたんですけれども、私が言

ったのは、乗りかえをあえてするべきだと。行政相談員や保健師をそこに常駐させて、

乗りかえのときの何か大変さを解消できる部分をつくってはいいんじゃないんですか

という提言をさせていただきました。それに対していろんな答弁いただいたんですけ

れども、私の考えが全てだと思っていないんです。たたき台でも、たたき台にもなら

ないような案かなと思って今日話をさせてもらっているんですけれども、いわゆる今

ここで何かをしなければ、どんどんどんどん大変な状況に陥ってしまうんじゃないか

と思うんです。 

   首都圏のほうから、交通の便のいいところから西郷にわざわざ引っ越してきてくれ

た方も多いです。そういう方は、実際に車を運転されないとか、いろんな方がいらっ

しゃいます。そういった人が本当にここで安心して住めるための策を、早急に対応す

べきだというふうに考える。ですから、もうこの段階に来て、机上の論理ではなくて、

実働に入るべきじゃないかと思うんです。 

   今、拠点をつくるということで、非常にこの考えはいいなと思っているんです。で

すから、この拠点を使ってどういうふうにしていくかというところを、早急にもう実



－69－ 

施段階に入っていくべきじゃないかということで今回、話をさせてもらっています。 

   その中で、今ちょっと思い出したんですけれども、循環バスが走っていますよね。

この庁舎のそっち側を走っていますよね、村道か、そっちを走っているんですよね。

両側ね。何でそっち側を走るのかなと思ったんです。なぜこの前を走ってこない。こ

の庁舎の前にバス停をつくって、ここで乗降させるべきじゃないかなと思うんですけ

れども、なぜそっち側の路線、村道を走っているのか、その理由をちょっとまずお聞

かせください。 

○議長（白岩征治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（田中茂勝君） お答えいたします。 

   循環バスのルート、当時どのように設定したか、申しわけございません。ちょっと

理由については把握しておりません。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 多分、路線を組むときに、ここを走ると危険だとかなんとかと

いう考えがあったのかなというふうに勝手に解釈をするんですけれども、でも、そう

いうふうに考えたときに、新白河のあのショッピングセンターの前を、駐車場と建物

の間のあの細い道を路線バス走っていますよね。あそこのショッピングセンターを見

ていると、子どもさんが結構店のほうに駆け込んだり何なりするのがあります。です

から、ドライバーの方はすごく慎重に運転しているのはわかります。そういうふうに

考えれば、バスがこの前を通っていってもいいんじゃないかなと思うんです。何か、

この建物から見れば、裏側をただスーっと行ってしまうんでは、利用したくても利用

しづらい部分もあるんじゃないかと思うんです。ですから、そういうのもやはり考え

るべきだというふうに思います。 

   あとは、以前から私も指摘をしている、あとは同僚議員も指摘をしているように、

ここにやはり外トイレが必要だなというのもあります。バスを乗り継ぎをするときに、

トイレもやはり必要なので、その辺もきちんと整備をすべきかなというふうに考えま

す。 

   そんなところを申し上げまして、時間も大分迫ってくる部分もありますので、もう

一つの質問のほうに移っていきたいと思うんですけれども、あとは観光との融合とい

うことで、今回、２４日の全員協議会の中で、西郷村第四次総合振興計画ということ

で計画をいただきました。この計画書を見ていて、観光の部分もいろいろ考慮されて

いるというのは理解をするわけであります。 

   観光に関しても、私、以前からお話をしているように、自転車を乗せて走れるバス

を、いわゆる新白河駅から甲子の路線に入れてはどうなのかなということをご提案し

たいと思うんです。 

   今回、いろいろ確認をしてみましたけれども、新白河駅というのは標高３８０メー

トルぐらいで、自然の家で大体９４０メートルぐらいになるのかな、標高的に。あど

甲子の２８９号線と甲子道路の分岐のあたりのちょっと手前の一番高いところ、あの

辺で標高８００メートルぐらいになると思うんです。そうすると、標高差って大体
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４００メートルぐらい出てくるわけですよね。その４００メートルを、普通の方が、

専用の自転車であっても登っていくというのはかなりきついかなと思うんです。でし

たら、今、新幹線では自転車ごと新幹線に乗車することができるので、自転車のまま

西郷まで来ていただく。そして、そこで、いわゆる２次交通システムというやつです

よね。新幹線で来た方をバスに乗せて、自転車ごとバスに乗せて、一番高いところま

で上がってしまう。そして、あとは自転車で下りながら、ゆっくりとこの西郷村を楽

しんでいただく、そういう交通システムもやはり考えるべきかなと思うんです。 

   これは、観光客だけじゃありません。村の中学生、高校生、通学に使う自転車があ

ります。いざというときは、その自転車も積んで学校に通うこともできる。万が一、

悪天候になったときにはそういう活用もできる。天気のいいときも、そういうふうに

使ってもらってもいいのかなというふうに思います。こういう考えは、村のお考えは

どのようにお考えになりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 観光で自転車の話し、今、那須、白河、西郷、那須にはツーリズ

ム、自転車の大会、いっぱいあります。さらには、榛名湖もやっているし、富士山も

やっている。今言われたもので、外国も電車でも自転車が乗っかっていますよね。バ

スは当然であります。ロマンチック街道とかいろいろバスが走っていまして、自転車

は本当にすばらしい移動手段だというふうに思っております。 

   今言われたことも、本当に観光（サイトシーイング）ということと同時に、運

動・スポーツということも絡んできますので、同時に、そうしますと、発着とかいろ

いろげ提言、夢が出てくるテーマだというふうに思っておりますので、検討の中に入

れていきます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。検討していただくということで理解をしたいと思いま

す。 

   検討するというのは、以前から私申し上げているように、やらないと言っているの

と一緒だよと。これは、うちの党が言っているわけじゃないですからね。県の町村議

長会のほうの勉強会で、そういうふうに話を聞いたので、検討しますって、喜んじゃ

だめですよと言われたので、前向きに検討しますだったら、まだ喜んでいいですよな

んて言われましたけれども、ぜひこれは検討していただきたいと思う。これを実施す

ることによって、さまざまな交通システムの今、村が抱える問題というのは、解決の

糸口にもつながっていくのかなというふうに考えるところでございます。 

   続いて、拠点づくりのプロジェクト計画の中でのスクールバスの活用法についてと

いうことで質問も入れてございます。これも、今まで話してきたことを踏まえて、ス

クールバスの活用も視野に入れるべきだというふうに考えるわけであります。 

   これも、以前、この場で私申し上げました。なぜスクールバスは小中学生しか乗れ

ないんだと。学校に通う子どもたちと一緒に、ご近所のお年寄りの方、交通弱者と言

われる方が一緒に乗って、学校を経由しながら最終目的地まで移動もできるんじゃな
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いかとお話をしましたけれども、そのときの話だったと思うんですけれども、いわゆ

るスクールバスを購入するに当たっては、いわゆる国の補助があるので、目的が制限

されるというような話を聞いておりました。 

   しかしながら、今回確認をしましたら、地方交付税の中に組み込まれてきていると。

ですから、完全に色分けされているお金ではないということが確認とれましたので、

ある程度自由に使えるんじゃないかというふうに考えます。 

   一番の教育委員会で心配されるのは、スクールバスを使って、万が一故障が発生し

たとか、そうなったときに子どもたちの送迎どうするんですかという心配をされるか

と思うんですけれども、何のことはないと思うんです、私は。村の中をぐるっと見て

いただくと、教育長の部局の生涯学習課でバスを所有していますよね。そのほかにも、

社会福祉協議会に大きなバスがありますよね。社会福祉協議会というのは、行政機関

とはまた別の機関ですけれども、お願いをして、そういうときに使わせていただく、

もしくはバスを業者に代替バスも準備していただけるような、そういう契約をしては

どうかというふうに考えますけれども、いかがお考えになりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 前にそういう話ししましたですね。今回のバス路線の財源として、

１つは福島交通に対する補助金、さらには健康推進課でやっている移動弱者に対する

事業、それからもう一つはスクールバスであったわけです。ただ、ずっと詰めていき

ますと、やっぱりスクールバスは学校行事が非常に多いということで、どうなのかと

いうことがあります。ただ、土日はあまり使っていない部分もあったと、車両として

見た場合と、それから運行管理上の問題がぶつかってきますので、ただ、物理的にあ

いているときは、今言われたように、災害の場合は総動員しますので、何でも使える

ものですからということから発想しますと、やはりちゃんとした管理のもとに、でき

ないことではないだろうというふうに思います。 

   ただ、今回、全体の交通計画の中にすぱっと入れてしまうことがどうかということ

は、ちょっと今でも難しいというふうに考えているところでございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。事業者の話とか福島交通の話とか、今いろんな答弁を

いただいたわけですけれども。 

   あとは、いわゆる福島交通に対して補助金をやめろとか、業者を外してとか、そう

いうつもりはないんです。反対に、福島交通さんを巻き込んで、今、私が言ったこう

いうものを、もろもろを踏まえて運行してもらったらどうかなと思うんです。福島交

通と限定するわけじゃないですけれども、業者の方もやはり稼げる路線とそうじゃな

い路線、両方合わせてやっていただく、そういうことをやはりやるべきじゃないかと。

これは、行政からの経費の部分から考えて、そういうふうに考えるわけであります。

そのこともきちんと検討すべきだなというふうに思います。 

   あとは、何よりも今一番優先しなければならないのは、今現在、移動に困難を来し

ている方がいます。その方たちに対して、早急に村は対応すべきだなというふうに考
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えます。健康推進課でやっている外出支援事業、このことももう一度見直しをかける

必要があるんじゃないかと思います。これは、なかなか今無理の部分も出てきている

のかなと私は理解をします。ですから、この部分も踏まえて、再度検討すべきだなと

いうふうに思います。 

   あとは、この行政の一番悪いところで、縦割り行政ですよね。外出支援事業は健康

推進課、スクールバスは学校教育課、あとは生涯学習課で持っているバスとか、あと

路線バスは企画財政課、こういう縦割り行政のひずみが、なかなかこういう問題の解

決にはつながっていないというふうに私は理解します。ですから、こういう部分に大

なたを振って、今、移動に困っている方の足を早急に確保すべきだなというふうに考

えて、その対応を求めていきたいというふうに思います。 

   続いて、質問の２点目に入りたいと思います。 

   質問事項の２点目としまして、村営住宅及び定住促進住宅についてということでご

ざいます。 

   時間もいろいろ関係してきますので、村営住宅と定住促進住宅について、あわせて

伺いたいというふうに思います。この両方は、公営住宅法の規定に基づく、法に準じ

るものというふうに理解をして、質問していきたいなというふうに思います。 

   ただ、昨日、同僚議員の質問の中で、入居者の方が、また、入居を希望される方が、

浴室へのシャワー付きのボイラーを希望したときの話がありました。そのときの答弁

で、自己負担というふうに担当課長はお答えになっております。そのときの答弁の中

で、スペースがないと、全て行うための予算がないと、１基１８万円ぐらいかかると

言ったんでしたっけ。その自己負担とさせてもらうという根拠というのは一体どこに

あるのか、まずお示しいただきたいなというふうに思います。いかがでしょうか。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） １１番上田議員の一般質問にお答えいたします。 

   はじめに、村営住宅、定住促進住宅について、公営住宅法に基づく住宅かというよ

うなご質問がございました。定住促進住宅につきましては、公営住宅法に基づかない

住宅でございます。 

   それと、シャワー付きボイラーでございますが、村営住宅の設備としましては、浴

室のみでございまして、入居者のほうで浴槽ボイラーをご負担いただいているのが現

状でございます。定住促進住宅につきましては、浴槽ボイラーが設置してございます

が、昭和５８年度、雇用促進事業団のほうで設置したものを村が引き継いでおりまし

て、当時から浴槽ボイラーは設置してございました。ボイラーにつきましては、浴室

のスペース関係で、ある程度もう型式が決まってございました。それで、シャワーに

ついてのご要望があれば、その世帯のみを対処するということがなかなか難しい状況

でございまして、シャワーをつけるのであれば、８０戸を全て計画するような形でな

いとなかなかできないものですから、シャワーにつきましてはご自分で、ボイラーと

シャワー付きボイラーの差額についてはご負担をいただいている状況でございます。 

   以上でございます。 
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○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。村営住宅は、公営住宅法の規定に基づきますよね。私、

言葉足りなかったかなと今思ったんですけれども、定住促進は法に準じるものとして

やっているのかなと理解したんですけれども、そこをもう一度確認したいと思います。

いかがですか。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   定住促進住宅につきましては、法には基づいておりません。購入する段階で、中所

得者層を対象とする目的で、当時のまちづくり交付金のほうで購入したものでござい

ます。準じないです。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。定住住宅に関しては、公営住宅法にも準じないという

ことで、どういう規定で村はつくっているのか、お示しいただきたいなというふうに

思います。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   もともとは雇用促進住宅でございました。雇用促進住宅のほうで、用途住宅が譲渡

の計画がございまして、当時、私のほうでもまちづくり交付金事業のほうで駅前整備

等の事業をやってございます。そちらのほうで、中所得者層を対象として購入した住

宅でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） いわゆる規定をつくるに当たって、基本となったものって何か

ないんですか。例えば、村営住宅だったら公営住宅法の規定に基づいてやっていくと

いうことはなりますよね。そういうものというのは一切関係なく、定住促進というの

はやっていけるということで理解してよろしいんですか。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えします。 

   所得基準につきましては、公営住宅法の規定の計算方式を用いてございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 話はちょっとかみ合わないと思うので、結構です。村営住宅の

みで話していきます。 

   では、村営住宅においては、浴室にシャワーを希望した場合に、村はどういう対応

されますか、もう一度確認したいと思います。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   基本的に今の設備自体は浴室のみとなってございます。浴槽自体につきましては、

入居者が用意している場合と、前任者からの浴槽を譲渡を受けている場合、それとあ

ともう１点は、リースで借り受けている場合、その３パターンが今現在出てきている
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状況でございます。シャワーを希望される場合につきましては、財産的に役場で設置

しているものではございませんので、そちらのほうは入居者のほうでご負担いただく

ようになります。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。まず、私、通告の中で「（トイレ）」と入れたんです

けれども、トイレは昨日、同僚議員の質問の中で理解をしましたので、トイレの部分

は割愛して質問をしております。この後も質問させていただきたいなというふうに思

います。 

   今、担当課長の答弁を聞いていて、頭の中をよぎったのは、まさにやらないための

理由付けじゃないかと私は思う、違いますか。 

   いわゆる村営住宅に限定して、私お話ししていきます。この村営住宅というのは、

公営住宅法に基づいて動かしていかなければならないというふうになりますよね。今、

私は修繕という言葉を使っています。この修繕の義務ということで、第２１条「事業

主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水

施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する

必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰

すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。」というふうに

なっています。 

   この公営住宅法では、基礎や土台、壁、屋根など建物の重要な構造物、あとは給排

水施設、電気施設など、入居者が意図的に壊さない限りは、事業主体が修繕しなきゃ

ならないとなっていますよね。これをさらに解説しているのが、いわゆる公営住宅法

施行規則というのがございます。この中で、この規則を見る限り、浴室へのシャワー

付きのボイラーへの修繕は、事業主体が実施すべきだというふうに私は理解をすると

ころでございます。 

   なぜそんなことを言うのだというと、公営住宅法施行規則第９条、修繕の義務のあ

る附帯施設ということで、「法第２１条に規定する国土交通省政令で定める附帯施設

は、事業主体が管理する給水施設、排水施設（汚物処理槽を含む。）、電気施設、ガ

ス施設、消火施設、共同塵かい処理施設などとする。ただし、給水栓、点滅器その他

附帯施設の構造上重要でない部分を除く。」となっています。 

   じゃ、この給水栓というのは一体何なのだといったときに、給水栓というのをいろ

いろ調べてみますと、給水装置系の末端、水の出口に取りつけた開閉装置（蛇口とも

いう）と。蛇口以外は修繕が義務づけられているんじゃないですか。あともう一つ言

います。点滅器ということで、電灯を点滅させるための器具、いわゆるスイッチだと

いうふうになっています。 

   ですから、この規定をもってすれば、これはやはり事業主体がやるべきじゃないか

と考えますけれども、いかがでしょうか。 

   もう一つ、ついでに申し上げます。これに関連して、付随して出てくるのが住生活

基本法というのもございます。この第３条に、現在及び将来における国民の住生活の
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基盤となる良質な住宅の供給等ということがうたってございます。「住生活の安定の

確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速な少子高齢化

の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、住宅の

需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、居住者の負担能力を考慮して、現在

及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給、建設、改良又は管理

が図られることを旨として、行われなければならない。」というふうになっています。 

   ついでに、もう一つ読みます。第４条、良好な居住環境の形成ということで、「住

生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化そ

の他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことので

きる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。」

というふうになっています。 

   この「良好な」というところでの考え方だと思うんです。多分、建設課長が言われ

る、いわゆる公営住宅法というのはかなり古い法律かなというふうに私理解をするん

です。このときに、この法律が制定されたころは、恐らくまだシャワーというのはそ

んなに普及していない時代じゃなかったのかなと思うんです。ですから、法律が取り

残されているんじゃないかと思うんです。 

   その中で、やはり村は良好な住宅、この部分を捉えて、入居者、入居を希望される

方からシャワーの設置希望があった場合には、それなりの対応しなければならないの

ではないかと考えますけれども、いかがお考えになりますか。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   結局、建設した当時、浴室のみの対応になっておったわけです。シャワー付きのボ

イラーとか、そういった形の改修工事は今現在はできることになってございます。た

だ、個別にやるというのは、ちょっといろいろやはり支障が出るのかなと思っており

ます。私のほうでも、今後維持していくような公営住宅につきましては、水回り関係

の修繕というのは当然改修工事で考えてございます。昔自体は、コンクリートの壁で

あったり、ボード関係の壁であったりというのが出てきてございますので、村のほう

で長寿命化計画の中で、今後、耐用年数がありまして、改修することを前提とした場

合のやっぱり水回り、浴槽、お風呂自体をユニットバス化したり、あとはボイラー、

シャワーを用意する、そういった形の考え方は持ってございます。 

   ただ、議員がおっしゃっているように、個人的に持ち込んだものを修繕希望という

形をとっちゃいますと、先ほどお話ししたように、リースで借りている方もいらっし

ゃる、その方は月々リース料金を負担しておる。あとは、ご自分で用意された方も、

当時かなりの金額を要して用意されている。あとは、前任者からの引き継ぎで、ボイ

ラー、浴槽を譲渡を受けている方もいらっしゃる。それぞれ負担の方法自体がちょっ

と変わってきておるので、そこで役場のほうでそこに対応していくと不公平感が出て

くるのではないかと、そういう形を考えてございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 
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○１１番（上田秀人君） １１番。今の答弁を聞いても、やはり納得できないです。個人

で持ち込んだ方、リースを組んでいる方とか、いろんな説明されましたけれども、い

わゆる希望があった場合に、村は対処すべきなんじゃないんですかということをお話

ししている。 

   今、答弁にあったように、昨日も明らかになったように、古い住宅ですともう

５０年経過しているものもある。あとは、４２年から３３年くらいのものもある。全

体的に古いですよね。このものは、古いものに関しては今、建てかえ計画を進めてい

るのかなというふうに理解をするんですけれども、計画を進めていく上で、まさか取

り壊しをする予定のものをリフォームしなさいよなんていうことは言いません。ただ、

今、計画に上がっていないものに関して、入居者から、また、入居を希望する方から

そういう申し出があった場合には、村は対応すべきじゃないんですかということを伺

っているんですけれども、いかがですか、もう一度伺います。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   村が基本としておるのは、村が用意したものについて、例えば故障関係等、あとは

入居者が故意的に壊したもの以外についての修繕は行っております。ただ、入居者自

体がご用意したもの、例えば居室の照明とかですね。先ほどお話しいただいたように、

浴槽とかボイラーというのは、それはあくまでも入居者がご自分でご用意したもの、

そちらのほうについては入居者のほうでの対応になってきております。基本的に、例

えば壁のコンセントであったり、浴槽の照明であったり、玄関のドアの鍵であったり

というのは、当然それは当初から用意されているものなので、それは役場のほうでと

いう形で、その線引きは行っております。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 課長ね、それ、公営住宅法施行規則から見れば、反する考えじ

ゃないんですかって私言いたい。事業者が準備するものって、先ほど私申し上げまし

たよね。電気施設やガス施設など、消火施設、あとは共同塵かい処理施設などですよ

ね。ボイラーなんかも、やはり施設のほうに入るんじゃないかと思うんです。今現在

あるものは、それはもう使っていただくしかないんだろうなと思うんです。今ないと

ころに新しく入居される方、入居を希望される方が設置をしていただけませんかと来

たときに、村は対応すべきじゃないんですかということを私申し上げているんですけ

れども、これ平行線になりますか、もう一度確認します。伺います。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   議員のご質問の趣旨は理解しました。改めて、新しく入られる方がそういった希望

した場合に、村がボイラーとか浴槽を用意できるかということだと思うんですが、入

居している方もですか。そうしますと、やはり入居されていて、自分で用意された方

がいらっしゃいますよね。その方が例えば半年前に入って、自分で用意したんだと、
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そのときにご自分でご負担していた金額というのがございます。ですから、その辺の

バランスもやっぱりでてきちゃうと思うんです。 

   あと、先ほどちょっとお話の途中で、環境改善で例えば浴槽を直しました。浴槽も

用意しました。シャワー付きのバランスボイラーもつけました。それが例えばある程

度の工事がかかるわけですね。それは建設費の一部として、また家賃算定のほうに充

当されてくるんです。ですから、環境改善工事で、例えば古い鉄筋コンクリートの建

物で、浴槽を改修します、水回りも直しますといった場合には、当然家賃のほうの計

算の根拠にも出てくるような状況でございます。 

   ですから、私のほうでは、例えば今、公営住宅のほうのお話し出ましたが、今後建

てる住宅については、そういった計画で私どもも考えていきます。ただ、過去につく

ってあった住宅で、浴室しか設けられていなかった。皆さん入居されていて、それぞ

れご自分で用意されている方がいらっしゃったり、リースで借りていらっしゃる方も

いらっしゃる。今度、新しく入ってきた方に、役場でボイラーと浴槽を用意した場合

には、やっぱりバランスがちょっと出てくるのかなと思います。その点がなかなか難

しいのではないかと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 今、話を聞いていて、不公平感とかバランスとか、家賃にふり

かぶるとか、いろんなご答弁いただいたんですけれども、どう聞いても、私はやっぱ

りやらないための理由にしか聞こえないんです。これはやり方っていろいろあるのか

なと思った、今ふと思ったんですけれども、いわゆる村はやはり費用がかかるという

ところは一番頭、課長あると思うんですよね。 

   例えばこれ、社会資本総合整備交付金ってありましたよね。こういう事業を使って、

例えば村の中の小規模事業者の方に事業を発注をして、いわゆる住宅リフォームの関

連として、入居される方、入居されている方に負担金をお願いして改修をするという

ことも１つかなと思うんですけれども、それに関しても、やはりバランスが崩れると

か、不公平感があるとかというふうにお考えになりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   まず、社総金で住宅リフォームの取り組み制度、小規模、前に別な議員の方からも

ご質問いただいて、やられている県もある状況でございます。県内もいわき市とかや

られているみたいですが、基本的にはやっぱり社総金の中で住宅リフォームを取り組

むとなると、村独自の計画を策定しなければならない。いわき市とかができているの

は、いわき市自体は市の独自で住宅供給計画の策定をしておるような状況です。 

   私どものほうだと、福島県の計画の中の一部になっておるので、住宅リフォームの

社総金の取り組みはちょっと難しいのかなと思っております。社総金で住戸改善とい

う形で、例えば防水工事をやったり、外壁の塗装をしたり、あとは住戸改善で浄化槽

の接続をしたり、給水管の管種の交換をしたり、あとは水回りとして浴槽関係のユニ



－78－ 

ットバス化、その段階でボイラーとか浴槽の設置というのは、それは可能でございま

す。そういった場合には、ある棟ごととか、ある程度の規模ごとにそういった取り組

みをしまして、取り組みをした結果、多少家賃的なものは加算には上がってくるよう

な形になりますけれども、これから入りますよ、例えば今使用しているボイラーが壊

れましたよといった場合に、そのボイラー自体の財産は入居者の財産になっておる状

況でございますので、役場で個人の財産の部分で対応するというのはなかなかやっぱ

り難しい。 

   修繕のお金がないわけではないです。当然、入居者の方からは家賃をいただいてい

ますので、壊れれば、それは私のほうで行って、設備関係とか機能的なものについて

は修繕を行っております。ただ、どうしても個人の財産の部分、例えば居室の照明が

とか、ご自分で買ったボイラーがとか、その部分は役場のほうでも、今の段階ではち

ょっと対応できない。将来的に役場が住戸改善なり新築して、浴槽ボイラーを設置す

れば、それは当然役場がつくった財産ですから、それが壊れれば役場が直すような形

にはなると思います。 

   以上でございます。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） 一般質問の途中でありますが、これより午前１１時２０分まで休

憩いたします。 

（午前１１時００分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

   １１番上田秀人君の一般質問を許します。１１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。ただいまの答弁をいただいて、いわゆる公営住宅の独

自の計画ではなくて、県の計画のもとに村は進めていくというようなお話でしたよね。

それと、もろもろの答弁があって、いわゆる個人の財産と公的財産の区分けもいろい

ろあると。だから、難しい部分があるんだということだと思うんですけれども、そう

いうところは十分に理解をするところでございます。 

   ただ、私が一番この項目で言いたいのは、この西郷村を選んで住んでくれている方

が、安定して住める環境にあるべきだと。憲法の中にも保障されるように、健康で文

化的なという部分ありますよね。公営住宅法の中にも、文化的なとかいろいろありま

すよね。そこをきちんと重視をしてこの政策をすべきじゃないかというところが、一

番のポイントなんですよ。 

   先ほど来から課長に、大変失礼だと思いますけれども、２回ほど私言いました。や

らない理由づけをしていると。そうではなくて、私ももう頭ががちがちに固まってき

ているので、課長はいろんな知恵を持っている、経験もされている。そして、課長の

もとにはいろんな若い職員もいる。そういう若い人たちのアイデアを十分に組み入れ
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て、課長の経験をもとにね、これは前向きに進めていただきたいなというふうに思い

ます。 

   これを進めるに当たっては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、いわゆるリ

フォーム支援とか、地元の小規模の事業者の方の仕事を創設する意味合いでも、やは

り前向きに検討すべきではないかと思います。 

   さきに、私、社会資本整備交付金というお話をしましたけれども、これに対して課

長いろいろ答弁されましたけれども、ただ、私は引き合いに出しただけの話でありま

す。この社総金というのは、非常に交付金の中では使い勝手のいい交付金だと理解を

していますので、こういったものを活用すれば対応できるのでないかということを言

っただけでありますので、その辺十分に検討していただきたいなというふうに思いま

す。 

   住環境を整えていただいて、もっともっと西郷村に住んでいただけるように、さら

にはこの西郷村にどのように人の配置を考えていくか、そういうことも考えながら、

これに取り組んでいただきたいなというふうに思うわけでございます。 

   続きまして、定住促進住宅について伺いますけれども、いわゆる定住促進のほうは、

入居収入基準が設けられていると。これに、基準があることによって、入居希望者が

入居できないケースも今出てきているということで、これで果たして本当にいいのか

ということを私は考えるわけであります。 

   昨日、同僚議員の一般質問の中で明らかになってきたように、８０棟のうち５２戸

しか今入居していないという状況ですよね。ということは、このままあきの部屋をそ

のままでいいのかということなんです。私は、こういう入居基準なり、もう一度さら

に検討して、空き部屋ではなくて、いわゆる高階層、４階、５階の部分でなかなか入

居しづらい部分があるので、その部分も考慮して入居を進めるべきじゃないかという

ふうに考えます。いわゆる空気を住まわしていても家賃収入は上がってこない。あれ

は、いわゆる村の財産です。村民全部の財産です。ですから、そこから収入を得るた

めの工夫をすべきではないかと考えますけれども、そのための一つの案として、収入

基準を見直すべきじゃないかと考えますけれども、いかがお考えになりますか、伺い

ます。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） お答えいたします。 

   定住促進住宅につきましては、議員おっしゃるように、８０戸のうち５２戸が入居

状況でございます。あきが２８戸、主にあいているのが４階、５階でございます。 

   公営住宅でありますと、収入の区分、収入の分位、こちらのほうが基本的にどの世

帯の方を公営住宅のほうの対象にするかという形で、収入分位の２５％以下の部分で

公営住宅をつくっておるということでございます。 

   定住につきましては、１２万３,００１円から２５万９,０００円という形の所得、

政令月収と言われているものでございますが、そちらのほうの収入分位としましては

１５％から５０％の所得世帯の方を救済しておるというのが、今の現状でございます。
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議員がおっしゃるように、もう１ランク下げればという形になると、今度１０万

４,００１円からという形になります。１０万４,００１円でありますと、その収入分

位でいきますと１０％から５０％の世帯になるわけでございますが、１０万

４,０００円から２５万９,０００円になった場合には、結局、１０万４,０００円、

１２万円の方が、家賃自体が３万３,０００円から２万７,０００円にプラス駐車場が

３,０００円という形でございますので、やはりそれに見合う部分の今度、家賃のほ

うも対応していくような状況に、家賃を下げる方向の対応も出てくると思います。 

   それで、議員おっしゃられるように、あき２８戸についてどういうふうにしていく

んだというのは、建てかえ計画にも合わせて、その辺の政策的にその分を空き家にし

て、建てかえるときに今現在住んでいらっしゃる方を移すためのとかですね。それが

長期的になるのであれば、ある程度議員おっしゃられるように、もっと世帯層の収入

基準を下げれば可能性があるんじゃないか。 

   そのときに、今、公営住宅のほうが、家賃的に、同じＲＣの建物であれば１万

５,０００から２万３,０００円ぐらいです。ですから、例えば同じＲＣの建物の４階、

５階で２万８,０００円とかにプラス３,０００円という形で、その辺の家賃整理がで

きれば、またいろいろ検討する部分が出てくるとは思うんです。 

   ですから、その部分のあきについては、内部的にもいろいろまた協議させていただ

いて、方向性を見出していきたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 今、切々と答弁をいただいたんですけれども、いわゆる政策的

な部分で私は対応すべきかなというふうに思うんです。 

   あんまり実例を挙げたくないですけれども、人生をリセットされた方がいます。奥

さんがいて、子どもがいて、今は民間のアパートで６万円近い家賃を払っていると、

そういった方が、奥さんが今、子どもがまだ小さいので働けないということで、旦那

さんの稼ぎだけ。旦那さんもいろんなことがあったもんですから体を壊してしまって、

今、非正規雇用の仕事についていると。収入も十分ではないという中で、もう一度、

今、人生をやり直そうとしているときに、民間のアパートでは子どもが動き回る音が

響いて、周辺から苦情が来たりとか、いろんな話が舞い込んできて、そのアパートを

出なければならないと。でも、やはり同じような家賃、なかなかもう負担するのは大

変だということで、ここ検討した結果、いわゆる収入基準のほうにひっかかる部分が

あると。でも、家賃は現行の家賃であれば、３万円だったら今の家賃よりも半分で済

むと。ですから、そういうことも何とかなりませんかというお話をいただいたりもし

ているもんですから、そこら辺はやはり十分に考えていただきたいなと思うんです。 

   この住宅に関しても、いわゆる基準、基準と課長言われますけれども、そこはやは

りもうちょっと柔軟な考えを持って、政策的に考えていただきたいなというふうに考

えます。このことを申しつけて、次の質問に入りたいと思います。 

   続いて、質問の３点目といたしまして、介護保険事業ということで質問をしたいと

思います。 
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   介護保険事業についてということで、まずはじめに介護予防事業及び日常生活支援

総合事業についてですが、いわゆる重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられることができるよう、医療、介護、予防、

住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現とありま

す。このようになっていますよね、国のほうがね。 

   はじめに、まず申し上げたいことは、まさにこれは介護保険事業が完全に崩壊して

いる、このことを証明していると、国が証明したものだというふうに私は強く申し上

げたい。介護保険料を支払い、そして国民健康保険料を支払い、後期高齢者医療の保

険料をきちんと納入して、しかしながら、病気で入院した際に、病状が安定したから

とい理由をつけられて、無理無理医療機関から強制的に退院させられる。退院をして

も、結局は入所できる介護施設はない、泣く泣く自宅に戻るしかない。しかしながら、

自宅においても十分な介護サービスを受けることができない、これが今の介護保険の

実情じゃないんですか。 

   こういった中で、いわゆる生活支援、介護予防サービスの充実、高齢者の社会参加

と銘打っている村においては、それを踏襲しなければならない、これはかなり苦しい

ことだと私は理解をします。 

   その中で、村は何ができるのか、このことをきちんと説明していただきたいなとい

うふうに思うんです。何ができるのか、今、村は何をしなければならないのか、この

ことについてお示しをください。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） 上田議員の一般質問につきましてお答えいたします。 

   介護保険の予防事業、日常生活支援総合事業についてのご質問でございます。 

   その中で、村は何ができるか、何をしなくてはいけないかということで、本村にお

きましては現在、今回のご質問にもあります介護予防事業及び日常生活支援総合事業

ということで、新しい総合事業が始まりますということで、そちらの対応をいたして

いるところでございます。 

   ご存じのように、介護保険事業は、介護給付費、介護予防給付費、地域支援事業の

３つに分けられております。今回、その中の地域支援事業の枠に介護予防日常生活支

援総合事業、いわゆる総合事業という事業が位置づけされたところでございます。 

   それで、平成２９年来月ですけれども、平成２９年４月からは、全市町村で実施を

するということになっております。管内でございますと、白河市、西白河郡の他の市

町村も同様に実施するところでございます。 

   今ほどありました村は何ができるかということで、今回の地域支援事業の部分で、

村としては力を入れてやっていかなくてはいけないと、そのようには考えております。

今回の総合事業という事業の目的にもありますように、総合事業というのは市町村が

中心となって、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画して、多様なサービス

を充実することによって、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対す

る効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的とするものであるということに
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なっております。 

   具体的に申し上げますと、この総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一

般介護予防事業という２つの事業で、総合事業と呼ぶものでございます。その介護予

防・生活支援サービス事業についてでございますけれども、対象者につきましては、

要支援の１、２の認定を受けている方で、訪問介護と通所介護のみを使う方。それか

ら、介護認定を受けていないが、日常に必要な機能が低下していないかをチェックす

る基本チェックリストでの判定の結果、新たに事業対象者になった方ということで、

対象者を決めております。 

   本村には、１月末現在、要支援者が要支援１が３０名、要支援２が８６名おります。

合計１１６名の方がいらっしゃいます。その中で、先ほど申し上げました要支援の１、

２の認定を受けている方で、訪問介護と通所介護のみを使う方ということで対象者と

しているところでございます。 

   今回、この事業をさらに細かく言いますと、この事業、訪問型サービス、通所型サ

ービス、それから介護予防ケアマネジメント、その他の生活支援サービスと、４つの

サービスから構成されております。 

   村では、訪問型サービスと通所型サービス、それから介護予防ケアマネジメントの

３つにつきましては、現行の予防訪問介護、予防通所介護から移行するサービスで行

っていくという考えでおります。 

   なお、現行のサービス以外にも、緩和された基準によって多様なサービスを設定す

ることができることとなっているということでございますので、どのようなサービス

が村民の皆様の生活をサポートできるか、現在はそれについても検討をしているとこ

ろでございます。 

   次に、一般介護予防事業についてであります。この一般介護予防事業は、第１号被

保険者、６５歳以上の人全てが対象となります。現在、４,１８０名の方がいらっし

ゃいます。 

   これまで、１次予防、２次予防として村で行ってきたシニア健康教室やお元気運動

教室、いきいき教室などの予防・運動教室等を中心に行っていきます。この事業につ

きましては、各種教室などの参加者を増やしていくことはもちろんですけれども、介

護予防の普及啓発や、住民主体の介護予防活動に携わる人材の育成支援などを行って

いきたいと考えているところでございます。 

   これら総合事業への移行に関しましては、ケアマネジャーや指定事業者に対する説

明会なども開きまして、周知徹底を図ってきたところでございますが、中身につきま

してはまだ十分とは言えないところでございます。 

   先ほど議員からございました村は何ができるか、何をしなくてはいけないかという

点でございますけれども、このように、予防につきまして、まずこれから先、介護に

ならないようにしていかなくてはいけないと、そんなふうにも考え方おりますので、

予防に力を入れていくことが当然なられた方の介護も必要でございますが、これから

はその部分について、この総合事業として予防については行っていきたいと、そんな
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ふうに考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） 私が言ったのは、村が今、何をすべきなのか、何をしなければ

ならないのかということで、具体的に示していただきたかったなというふうに思うん

です。 

   今、具体的に出てきたのが、地域サロンの開催ということでお話しございました。

あとは、今回の当初予算なり、説明の中で、趣味の世界の趣味の活動といえばいいん

ですか、あとは運動教室、健康運動教室なんかの開催もということで話は出てきてい

ます。これを、具体的にどういうことを計画されているのかなというのが、一番知り

たいポイントだったんです。 

   ただ、今の話を聞いていて、ふと疑問に思ったのは、平成２９年度、全市町村で実

施をすると、村も計画を策定中という答弁されているんですね。そのような答弁だっ

たというふうに理解するんですけれども、これは平成２９年度４月から実施するとい

うことで、ましてやこの２９年度は中学校単位で実施しなければならないとなってい

るんじゃないですか、違いますか。ということは、西郷においては今、３つの中学校

がありますので、昔から言われる３地区体制で地域サロンの開催とか、あとは今、村

で計画している趣味の活動、あとは健康づくりの運動教室とか、こういうものを３地

区においてどういうプログラムをつくって、どういうふうなことをやっていくのかと

いうのを示していただきたいなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えに

なりますか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） お答えをいたします。 

   計画の部分につきましては、現行の通所と訪問につきましては現行どおりやってい

くということで、それ以外の多様なサービスという部分に関しましては、議員おただ

しのサロン等々につきましてはまだ、平成２９年４月から本来は始めなくてはいけな

いというところでしたが、そこまでは現在のところいっていないということでござい

ます。 

   ３地区でどのようにやるかということにつきましても、現在のところはまだ、詳細

については決まっていないということでございます。よろしくお願いします。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。非常に私は遅いなと思います。これは、もうずっと前

から私もこの場で指摘してきているように、この部分は非常に重要になってきますよ

というお話をしてきました。この場で申し上げているのは、いわゆる行政は介護に関

しては攻めの行政でなければいけないというお話をしています。役場の庁舎にいるん

ではなくて、どんどん外に出て、高齢者の実態をきちんとつかんでくる、そのニーズ

をつかんでくる。そして、それをもとにいろんな計画を立てなきゃならない。 

   私は、国が出してきているこの基本方針というのは、決して踏襲できるものじゃな

いと思いながらも、しかしながら、これは従わなきゃならない部分がありますよね。
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その中で、いわゆる介護予防サービス、生活支援、どういうプログラムを組んでいく

のか、高齢者の社会参加、このことに関してどういうプログラムを組むのか、そして

この２つのプログラムをどういうふうにマッチングさせるのか、そのコーディネータ

ーなんかも養成しなければならないわけですよね。そのことが今、全然遅れていると

いうふうに私理解するんです。本当にこれで、平成２９年４月から実施というふうに

なっていますけれども、間に合うんですか、もう一度確認します。 

○議長（白岩征治君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長谷川洋之君） お答えをいたします。 

   現在は、予防介護、予防通所につきましては、平成２９年４月１日から完全実施と

いうことになっております。 

   先ほどからおただしのある生活支援サービス、これらにつきましては平成２９年

４月１日実施ということに現状ではできないということでございますので、できるだ

け早急にそのところを実施できるように進めていきたいと思っております。 

   先ほど申し上げました一般介護予防事業のほうにつきましては、現在、シニア教室、

保健教室、いきいき教室などの運動教室の充実というのは図っているところでござい

ます。また、介護サポーター等につきましても、教室を開いてやっているところで、

１７名の方が受講されているところでございますが、議員おただしの遅いという部分

につきましては、事業を進める者として、その部分については十分考えて、できるだ

け速やかにできる部分をやっていくというような考えでおりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。厚生労働省老健局振興課というところから、こういう

きれいな文書が出てきていると思うんです。これをよく読んでいくと、平成２９年

４月とうたいながらも、間に合わない場合には平成３０年とか３１年とか、そういう

部分が付け加えてありますよね。だから、そこを捉えて、まだ余裕があります。だか

ら、先送りします。そういう考えは絶対だめだと思います。 

   きょうの一般質問の中でずっと言ってきているように、まず交通網の話があります。

住宅の問題があります。そして、この介護保険、本当にこれ重要な問題だと思うんで

す。こういうものが、もろもろの遅れが、いわゆるお年寄りの方の介護状態が重篤な

状態に陥る、そういう可能性を秘めているということを十分に認識してやっていただ

きたいというふうに申し上げます。 

   時間もないので、次の項目に入りたいと思いますけれども、あとは介護保険料の軽

減について伺いますということで、昨年の第３回定例会において取り上げていますけ

れども、私、この場で月額１,０００円引き下げできるんじゃないかというお話をし

ました。そのときに、村長の答弁で、村長はできれば本当にやりたいですよ。そうい

う意味で、検討するというふうに答弁をされています。その検討された結果というの

はどうなっていますか。 

   私は、これは早急に実施をすべきだというふうに思いますけれども、いかがですか、
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伺います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 今の総合事業は、いわば西郷村が進めようとしているピンピンキ

ラリ運動の一つだろうと私は思っています。 

   平成１２年にこの保険制度ができたとき、結局、核家族化とかいろいろあって、や

っぱり個人的に間に合わなくなる。社会が進めなければ、制度として、少なければ高

齢者対策は間に合わないということがあって、その裏打ち財源として、橋本内閣はい

ろいろ目的税の話がありました。 

   あのときは、西郷村は８％ぐらいの出現率だろうと予測していたわけです。それで、

今の状況は１５％弱です。それも４,０００人の６５歳以上人口のうち、７５歳以上

の後期高齢者対象の出現率は３０％弱です。要するに、３人に１人が要介護になって

いく可能性があると、これも多分増えていくのかどうかということが一番の関心です

ね。 

   さて、そこでと言っているのが今の仕事です。もう一つは、これはやっぱり、介護

認定の部分が増えれば当然介護給付は増えていきますので、今の仕組み上、さっき冒

頭、破綻だと申されましたが、破綻ということは、当初の８％を西郷村が考えたとき

と今の１５近くから考えると、やはり破綻、当然な話ですね、これは。やはり、財源

のバックアップが追いついてこないということです。 

   今般、消費税２％プラス全て福祉に回すというふうなことも１回言われましたが、

なかなか実現できないでということで、いろいろ福祉の海外を見ると、北欧型に移行

するのかな、どこかの部分では。そういう限界も見ています。 

   そのときに、基本的に言われた西郷に住んでいる人のいい人生のために、介護もち

ゃんと存続してもらいたい。同時に、しかし、５,７００円、何とか下げていただき

たい、これも実際の話です。 

   問題は、物価スライド年金の問題と、それからこれから上昇してくるとすると、や

はり財布の中でもつのかどうかという心配があります。私も本当にいろんなことを考

え、介護保険料が上がらないようにしていきたい。これは全く同じで、この前、

１,０００円と言ったときに、いろんなこと提言がありました。 

   これは…… 

○議長（白岩征治君） ちょっと時間ないですからまとめて。 

○村長（佐藤正博君） 引き続きやっぱりいろんなことを考えながら、この低減策は打っ

ていかなければ、多分だめだろうというふうに思っています。 

   １つは、おっしゃるとおり、やっぱり介護保険の仕組み、国費投入といった要望す

る。逆に、ピンピンキラリ運動で、健康長寿社会をつくり出す。今の総合事業もその

一つですが、先ほど社会参加を広げるべきだといった中において、昨日もちょっと申

し上げましたが、やはりできるものを例えば直売所とか、あるいはいろんな意味での

切り口を広げていく、やっていくということもその一つなのかなというふうなことを

考えて、さらに検討を進めてまいります。 
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○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君。 

○１１番（上田秀人君） １１番。時間ないので答弁結構ですので、言うだけ言います。 

   この介護保険の状況というのは、政治が生んだ貧困だと思います、私は。政治の失

策が生んできたものだと思います。ですから、西郷村においては、やはり高齢者、

６５歳以上の方全員引き下げを早急に実施すべきだというふうに申し上げて、質問を

終わりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） １１番上田秀人君の一般質問は終わりました。 

   続いて、通告第５、１２番後藤功君の一般質問を許します。１２番後藤功君。 
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◇１２番 後藤 功君

          １．村長の政治姿勢について 

○１２番（後藤 功君） １２番。私からは、村長の政治姿勢ということで、毎度のこと

ながら質問するわけであります。 

   役場の労務管理、マネジメントという観点からですね。これは、質問に大ざっぱな

ことなんですが、私のところに来る住民、あるいはいろいろな人がいます。それで、

具体的に、感じとして、役場にいらっしゃって、要するにずっと見回して、いろいろ

人が多過ぎるんじゃないのと、そういう声を聞くんですよね。私もいろんな詳細なこ

とはわかりませんが、今の時代に、要するに人口減少社会、あるいはさまざまな事務

機器の発達、パソコンであるとか、いろんなそういうことから鑑みて、また、ある一

方では、行政が複雑・多様化するということが側面あるんですが、しかし、一般の皆

さんは単純に、何かあんまり人が多過ぎるんじゃないかと、もう少しきちっとね。今、

効率的な行政、そういう観点から、少数精鋭でやれないものかと、そういう素朴な疑

問があるんです。私は、そういうことを聞いていますから、今回、質問に取り上げた

わけであります。 

   それで、今年も３月をもって退職者がおられると聞いております。聞くところによ

ると、また平成２９年度は新規採用があるんだと、既に内定されている方ということ

が、私もいろいろ聞いておりますが、その辺の具体的な、一体今年は何名採用するの

か、そして退職者は何名おるか、まずその点からお聞きします。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） １２番後藤議員の一般質問にお答えいたします。 

   今年の新規採用、対象者の人数でございますが、今年度は退職者は１２名、それで

新規の採用者が５名ということになっております。なお、１２名のうち、７名が再任

用職員ということになりまして、人数的には変わらない状況でございますが、ここ

３年の状況ですと、退職者３０名に対して２０名の採用となっております。過去の状

況からいいますと、一番多いときで正職員数が１９３名おりましたが、現在、平成

２９年４月時点では１６２名という形になりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 今、答弁いただいて、減っているんですよね。だから、必ずし

も漠然と多いんじゃないかと、私もそれは正式にはわからないですよ。でも、今、数

字からいうと、１９２名から１６２名と３０人も減っているんだと。ここに、私は数

字のトリックというか、そのかわり、非正規の嘱託職員、そういうことも、これはい

っぱいいらっしゃると、それで再雇用をね。以前は再雇用というのはなかったですね。

６０歳になって定年になったら、もうその時点で一切役所からは縁が切れると。今は

５年の再雇用が認められているのかな─２年、そういうことで、本人の希望があれ

ば役所にいられると、そういうことですね。 

   実際、非正規雇用といったほうが、そういう言い方は当てはまらないのかな、この

役所は。臨時職員という、そういう概念で、臨時職員プラス正規役場職員、そのトー
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タルした人数、以前と比べて今はどうなのか。私は、それもやっぱり多い、少ないか

の判断になってくるんだが、その辺どうなんですか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   臨時職員、それから嘱託職員、今現在で１０７名ほど在籍しているかと思いますが、

これに関しましては、事務系として３０名程度ですが、残りに関しましては保育園、

それから児童クラブ、あるいは学校の支援員とかいったものが最近多くなっておりま

して、その１９３名いたときの臨時職員がどうなのかというと、正確な数字は今ちょ

っとここに把握してございませんが、多分トータルでは、両方足せば数的にはそれほ

ど変わらないかと思います。１９３名のときと今現在ですね、多分そういった数字に

なってくるかと思います。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） 一般質問の途中ですが、これより午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

   １２番後藤功君の一般質問を許します。１２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 午前中に引き続き質問します。 

   答弁で、正職員は減っていると。しかし、臨時職員、嘱託職員を合わせると、逆に

トータルでは多いんですよね。同じなの。 

   要するに、私もあんまりこだわるつもりはないんです。要は、どれだけの仕事をや

っているんだと。それで、これ民間企業に比べて、非常に仕事の頻度がないんじゃな

いかと、民間の場合だと相当仕事を合理的に進めているということが、これは皆さん

はわかるはずなんですね。役所の仕事はどうしても、どういうわけか、役人の世界は、

ここまで必ずやらなければならないとか、そういうことがなくて、比較的緩いそうい

う勤務状態だと。それにもかかわらず、人員だけは相当数いると、そういう乖離した

ことが、いわゆる住民にとっては、大分仕事の割には多いんじゃないかと、そういう

漠然たる不満というか、そういうふうに見られるんですよ。私もそれも同感なんです。 

   それで、聞くところによると、そういうにもかかわらず、今、役所の仕事を外部委

託、そういうのも大分増えているというふうに聞くんだけれども、その実態はどうな

んですか、委託してある仕事。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   外部への委託はどうなのかというご質問でございますが、もちろん外部の委託も増

えております。委託というわけではございませんが、例えばみずほ保育園は社会福祉

協議会のほうに移したということで、それからもちろん電算関係とかは、ちょっと専
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門的なものもございますので、そういったものは外部に委託しております。それから、

シルバー人材センターとかにも一部宿直とか、それから労務作業といったものは委託

している状況もございます。トータル的には、そういった点で委託のほうの量も増え

ているかと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 仕事のね、私も一緒に四六時中、皆さんと仕事をやっていれば、

それはわかるんだろうけれども、その実態はあまりわからないです。しかる趣旨です

よ、仕事がそういう外部委託、昔は役所の中だけで仕事が完結していたと。しかし、

そういう今の時代、より専門的に、いろいろ複雑な仕事になってきているのは私も認

めます。 

   しかし、これは職員の能力、それから日々の仕事の中でやはり能力を磨いていくと、

そういうものが必要じゃないかと。だから、何でもかんでもね、これは面倒くさい仕

事、あるいは専門的だからといって外部に任せちゃえと。それだったら何のために、

役所の組織であり、また、それだけ人を雇う意味があるのかと、こういうことなんで

すよ、私は。 

   その辺もね、なかなかこういう質問というか、そういうことを今まであんまり言わ

なかったはずです。私も、今回の踏み込んだこういう質問というのは初めてなんです。

しかし、いろんな人、民間の方々から言わせれば、役所は甘いよと、一口に言って。

もう少し民間のそういう厳しい仕事の環境から比べればまだまだ、もっとプロフェッ

ショナル的な、役所は役所ならそういうことをやらなきゃだめだよと、まさしく私も

同感です。 

   だから、そういう１つの仕事の能力向上、いろんな意味で、これから難しい世の中

になりますね、何をとっても。それに対応していけるのかなと、これは非常にやはり

皆さん方の能力、資質に委ねざるを得ないんですよ。そして、その点、今回の新規採

用についても、個人個人に私はわかりませんが、どんな人物、そういう経歴は。 

   しかし、今までいろんな見てくると、どうしてもトップに立つ村長につながるよう

な人材、そういう系列の人が、１つはっきり言って、村長を応援している、それにつ

ながるような人がなっているんじゃないかと、これは皆さん言っているんですよ、村

民の間で。アンチ─反村長というか、そういうふうにくくればですよ。それはちょ

っと割り引いて考えなきゃならないけれども、しかし、そういうことも言われている。 

   ですけれども、私は、そういうことは抜きにしても、やはり西郷全体のそういう役

場の住民サービスの向上のためには、やはりそういう１つの偏った考えじゃなくて、

広く人材を、優秀な人材をとらなきゃと、そういう基本的なことは、ちょっと村長に

伺います。どうですか。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 人事の話、仕事量と、それから人の数ですね、いろいろありまし

た。多過ぎるんじゃないかとかいろいろ言うのは、もちろんあると思いますそれは。

どのように職員の数を決めていくのかと。明治の戸長役場から、明治２２年に西郷村
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役場ができたときは、本当に十指に満たなかったですよね。それは、そもそも税とか、

あるいは教育、福祉といった具体的には幅がそれで間に合った。ただ、ずうっと歴史

は、この組織も、あるいはテーマも増えてきている。 

   そして、地方自治法の表にあるように、県の仕事、市町村の仕事が明徹されて、さ

らにそれに関係するように、地方交付税でバックアップするといったことの推移の上

において、今のこの地方自治法、あるいは財務上の歳入歳出の項目が定まってきた。

それにどの程度の人口、あるいは特殊性、対応補正である、それらが入り交じって大

体の必要人数は決まってくるわけです。 

   そこで、ロガリズムの曲線でありますように、人口に比例する部分もあります。た

だ、大都市になった場合はということですが、大体、人口の１％の下の部分からプラ

スの部分までいくのが、大体の目安でしたね。そこに特殊性が入ってくるわけです。

特殊性は、今般は３・１１あるいは放射能対策といったものがあるわけであります。

通常ベースは、やはり災害とかそういったときに１つのピークを迎えて、そしてプラ

スをしていくということがあります。それが平時に戻るのはどの程度なのかというこ

ともあってというふうになります。 

   経験的に１人でこなせる、あるいは従来の組織のどこにこの足らざるところがある

のかということを時々刻々はかりながら、人事配置をしているわけであります。当然、

これは今度、正規一般職員プラス臨時の職である者といったものの区分けもできるわ

けであります。よって、その人数については、そういう繁閑、あるいは業務量、いろ

いろ探りながら採用を決めていく。ただ、定型的に採らない年があったり、あるいは

過剰に採ったりといったことも、過去にはやっぱりいろんな事情であったわけであり

ますが、できる限り同じヒエラルキーが保てるように、その組織体制、命令系統、責

任体制がうまくいくようにといったことは、あまり変えるのは好ましくないというふ

うになりますので、まず基本を押さえて、さらに臨時の課題に対して対応できる人数

を確保していくということでやっているわけでございます。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 何だかわかったような、わからないような、さっぱりわからな

いんだけれども、要は私の言いたいことは、それなりのやはりこれ、役場職員なんだ

から、要するに行政というのは住民に尽くす仕事だと、一くくりで言えばね。そうい

う観点から、やっぱりサービス精神旺盛な人、そしてもちろん、資質としてそういう

いろんな能力がすぐれている、また、識見もあると、そういう基準というのはあるは

ずなんですね。 

   今の皆さんが私どうのこうのとは言いませんが、しかし、よい行政をするのには、

やっぱり人材だと思うんです、これはね。人材を、やはり優秀なそういう人たちをそ

ろえれば、おのずと我々がどうのこうの言わなくても、そういうかなり高度な行政が

できるんじゃないかと、そういう考えであるんです。その点、どうももう少し見える、

もう少しいろんな工夫があってもいいんだとか、いろんな人の意見を聞けば、あんま

り重きを置いてないんじゃないのと、そういう声も聞きます。私は、そういう観点か
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ら、やはり人材、人のそのものが、これはやはり重要な位置づけを持っているという

ことであります。その点はもう、次の質問に移ります。 

   次の超過勤務手当のことなんですが、要するに残業ですね。それがどうも、これ先

ほどと前の質問に連動します。これも以前、議会で、超過勤務手当が以上に膨らんだ

ことがありました。これは、災害という、昔８・２７災害というのがありまして、そ

のときのこともありました。それで、それ以外にもいろんな、議会が指摘すると、そ

の翌年は割と、あまり超勤が少なかったり、そういうのがあるんです。 

   それで、そういうことじゃなくて、私はやはりこれなども本当に超過勤務が必要な

のかと、勤務時間内にやるべきことをやれば、超過勤務なんて必要ないわけですから。

そして、私伺うのは、超過勤務命令そういう指揮命令系統において、この西郷村役場

ではどうなっているんだと。通常、私が認識している範囲では、超勤命令というのは、

やはり上司が足らざる、どうしても緊急にやらなきゃ、今日終わらさなきゃならない

仕事で、そしてその上司が部下に対してこれをやってくれと、そういう命令があって

初めてこれはなされるんだと思います、私は。 

   しかし、この西郷村の実態はどうなんだと。まさか、これは職員が上司の命令いか

んにかかわらず、勝手に今日超勤やったと。そして、それが事前にそういう上司の命

令であればまだしも、事後承認という形もあるんですよ。そういう実態を、まずどう

なっているんだかということをお聞きします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） この話、前もしましたですね。要するに災害のときには増えるん

だろうと、当然です。これは、村長命令で、この役場の組織があって、課長にはテー

マというか、事務分掌があって、その現在の持っているテーマ、それを速やかに処理

すべし、さらには、前から申し上げましたが、役場にはおさめる部分と開く部分があ

ります。法律にのっとる部分、それでこの西郷村２万人、人口をどう対応するかとい

うことがありますので、そのテーマに沿って、課長の職務はこの課を総理し、そして

指揮命令系統のトップに立って、その監督をするわけです。よって、自分の課の仕事

がどこにピークがあるのか、どこに対応している人がいるのか、それはチームを持っ

て対応すべきなのか、属人的に人じゃないと効率が悪いのか、いろんなことを考えて

やっているわけであります。 

   ただ、災害とかいろいろの部分になりますと、やっぱり本当に通常業務から非常時

に変わるわけでありますので、なかなか容易ではありませんが、そういうときには増

えると思います。課長の指揮監督のもと、それから課長は今度、係長がいますので、

係長という部分とやはりうまく連携して、そして１つの係でできるものは係で、それ

が課全部でやるのであれば課でもできる。それが足らないときは、役場で見るといっ

たことが現在の実態でございます。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   超勤の命令ということであるかと思いますが、確かに後藤さん言うように、課長が
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最後まで残って見ているわけにはいきませんので、次の日ということもございます。

しかし、課長としましても、その職員の職務状況がどういった状況にあるかというの

はある程度は把握しておりますので、超勤になるのもいたし方ないということで、次

の日、当然判こを押すこともありますので、それが実態でございます。 

○議長（白岩征治君） 課長、課長、総額と１人当たりの最大のそれが。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） 超勤の総額と１人当たりの最大が幾らかという状況で

ございますが、今年度の状況ということで、１月末現在ですが、超過勤務手当は総額

で４,２９８万円、１人当たりの最大としましては１３３万円という形になっており

ます。平均はですね、１５０人で割りますと、３０万円まではいかないと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 今、結構な額なんだわな、これ。そして、今年の予算も同様に

相当圧縮して、答弁、理事者も緊縮予算を組んだんだと、片やそういうですね。超過

勤務が４,２００万円、そして１人平均３０万円だと。私はこれ、ある意味、もう生

活給のそういうふうな、１人の生活給みたいなあれになっちゃって、恒常的になって

いるんじゃないかと。実際はそれ、仕事の必要性があるからこそやった結果なんでし

ょうけれども、要するにそういう、私から言わせれば、今、課長から説明あったんだ

けれども、必要性があるんだと。 

   でも、基本的には、これは上司は最後までいなきゃならないんです、本当は。これ

基本でしょう。労働基準法の３６条ですか、あれ。３６協定なんて言われるけれども、

私もこの問題でちょっと読んだんですが、そういういろんな書いてあります。基本的

には、やはり上司が命令によって、そして許可を与えて、この仕事を何時間やってく

れとか、事前承認じゃなきゃだめなんですよ、事後承認というのはだめだと。 

   だから、事後承認だと、課長、夕べ、私２時間残ってやりました。「ああ、そう

か」、はい、ぺたんこ。じゃ、その仕事はどうなんだといったら、別に５時以内に終

わるような仕事で、聞くところによると、私わからないけれども、残しておいて超勤

やっていくんだと。これ、確たる私は証拠はわからないんだけれども。でも、人間い

ろんなね、例えば超勤、ちょっと稼がなきゃならないなんていう、そういうあれがあ

ると、やっぱり走っちゃうんじゃないかと。 

   やはり、１つのマネジメント、管理するという、そういう概念からいえば、これは

管理職、上司に当たる人が、今日の必要ある必ずそういうやらなきゃならない仕事と、

そういうことを示して、部下に命令を出さなきゃならないと、それを全て事後承認だ

なんていったら際限ないでしょう。それが一般の企業、住民の皆さんがおかしいんじ

ゃないかと。 

   これ、会社事務なんてそうですよ。君はちょっと残って、この仕事をやっておけと、

初めてそれで残業というのは生じるわけです。でも、役所の機構というのは、案外そ

ういうのが緩くて、上司が頼みもしないのに、勝手に職員が残業やるなんていうのは、

これは認められないはずなんだよね。その辺、今これ、総務課長、性善説に立って、

部下を信じて、そういうあったわけだ。しかし、私はその法律に、労働基準法からい
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えば、これは明らかに、１つのマネジメントとしてはずさんであると。この辺、もう

一回、どうなんですか。そして、それを改める気ありますか。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   後藤議員おっしゃるように、超過勤務命令でございますので、事前にこの仕事で残

業やりますということで許可をもらうのは、本意あるべき当然の姿でございますので、

極力そういった形をやっていきたいと思います。 

   それで、超過勤務の状況を見ますと、やはり最近ですと放射能対策課、それからマ

イナンバーの改正があった時期とか、それから各種休みに組んでいる行事ですね、そ

ういったところが多く出てきておりますので、それで夜、最後まで、先ほども申しま

したけれども、課長は残っていない状態ではあるかと思いますが、極力そういったこ

とで、命令という形になるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） これ、課長もつらいわな。昨日まで課長じゃなかったけれども、

残業やっていて、急に課長になったら、今度はうるさいこと言っているなんて、こう

いうふうになっちゃうんだけれども。ただし、やはりこれ、我々はあくまでもその線

をチェックする、役場の行政機構をチェックする、その職責なら私は言うんだけれど

も、しかし、普通の一般の企業なり厳しい、これはどこだってそうですよ。もう１分

１秒例えばオーバーしたって、３０分以内ならサービス残業なんてなっちゃうわけだ。 

   役所は違うでしょう。恐らく３０分超えないまでも、３０分の超過勤務がつくんじ

ゃないですか、恐らく。そういう世界なんです。だから、民間とのそのうそれがまる

でもう乖離しちゃっていると。これは、西郷村役場が特別ね、特殊にここだけがそう

じゃないんです。もう全体、国から何から私はそうだと思います。あえて我々が、こ

ういったことにやはり問題意識を持たせないと歯どめがきかない、いいかげんになっ

ちゃう。 

   だから、通常の仕事だったら、もうこれ、恐らく服務規律、西郷村の服務規律を見

れば、勤務時間というのは午前８時１５分からですか、３０分からですか、午後５時

１５分までですか。その中で、休憩、お昼休みを挟んで、大体、私はできると思いま

す。にもかかわらず、この四千数百万円という厳然たる超過勤務だと。それは、職員

の皆さんは、給料プラス当然生活給にというような考えでなっているかもしれない。

そこではこんなのお門違いで、やはりそういうことをきちっと、本当に本来あるべき

残業というのが最低限必要だと、そういう理由がなきゃだめだと。 

   例をおっしゃられたが、放射能対策だとかいろんな、例えば建設課が用地買収交渉

に行って、これは昼間行っても、夜じゃなきゃならないとか、そういうのはあります

よ。だから、そういう特別なことは別にしても、通常、勤務時間内でやれる仕事はそ

こで終わらせと。村長のマネジメントのあれにもかかっているんです、これ。首長が

その点きちっと、最初からできるだけそういう、だめだよと厳しい姿勢を示していれ
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ば、こういうことはないと。だから、私は全面的に否定するつもりはありません。し

かし、ややもすると、そういう安易な、安直なことが行われているんじゃないかと、

ひとつそういうことです。 

   それで、今後、総務課長、改めていくんだということをおっしゃったけれども、具

体的にどういうふうにチェック、事前承認、事後承認、じゃ、事後承認は今後認めな

いのか、ケース・バイ・ケースだと言われるかもしれないけれども、その辺のきちっ

とした考えを示していただきたいと。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） お答えいたします。 

   今、議員のほうからも言われました、交渉とかいったことに関しても、１時間かか

るのか、２時間になるのか、そういったこと、不確定な要素は出てまいります。それ

から、事務処理に関しましても、例を挙げれば、予算の時期とか、電算入力といった

ものとかは、一遍に入れてしまうと機械が動かなくなったりもします。それで、どう

しても何日かうちに入れなくちゃならないとか、そういった事態も出てきますので、

今日の時点で何時までとはっきり言える状況じゃない場面も出てきますので、議員言

われたようにケース・バイ・ケースの場面も出てまいりますけれども、極力その辺の

時間は正当な時間といいますか、必要な時間ということで事前にもらうような方向で

伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 総務課長ね、これは副村長もそうなんだけれども、やっぱり役

所の中で、総務課長なんていうのは統括して筆頭課長で、そういう人事管理とか、そ

ういうものはやっぱり憎まれても、きちっとそういう基本的なことでやってもらわな

いと困るんですよね。いや、総務課長、急に厳しくなったと言われたって、職務だか

らね。私は、やっぱりそういう、本来当然とるべき措置、そういうものを各自、管理

職なら管理職のそういう意識、それをきちっとしてもらいたいということです。管理

職じゃない、今まで係長、平、その意識ですね。自動的に課長になった、それでも同

じような意識だったら、これはね、世の中、１つの組織というのが統率もとれないし、

うまくいかないです。 

   だから、皆さんに言いたいのは、私は、管理職になったらなったような、そういう

きちっとしたマネジメントというのを意識してもらわないと困ると、そういうことで

す。この問題はこれで、次に移ります。 

   ３番目なんですが、新白河駅のいわゆるまちおこしセンターというんですね、正式

には。チャレンジショップなんてもいっていますけれども、これ、私も常々どうなの

かなと。そのまちおこしセンター、チャレンジショップをつくる段階において、私は

賛成はしなかったんです。これは、そのとき質疑もいろんなしましたけれども、果た

して６,０００万円のそういう投資に見合うリターンがあるのかと。やってみなきゃ

わからないというのが、それはそれでなんですが、しかし、やはりそうであったかと、

その内容を伺うとね。その辺を、このままで、管理費、金もかかっているわけですよ
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ね。そういう状態の中で、何ら手だてもしなかったら、これまた西郷村のあらゆると

ころで今問題になっている、そういう多額な税金をつぎ込んで、そのリターンもない

のに、役所の仕事とはいえ、これは許されないことですね。 

   税収は減る、人口減少、そういう甘い経営は許されないと、そういった観点に立て

ば、今のチャレンジショップはどうなんだと、その辺を運営の見通しということでお

聞きしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 建設課長。 

○建設課長（鈴木宏司君） １２番後藤議員の一般質問にお答えします。 

   チャレンジショップの運営についてのご質問でございますが、チャレンジショップ

を募集しておりますまちおこしセンターは平成２５年度に完成し、社会資本総合整備

交付金の補助を受け、待合所、トイレ、観光情報発信「チャレンジショップ」ができ

るように建設したものでございます。 

   まちおこしセンターの利用状況でございますが、平成２６年度、来館者のほうが

２万４,８７０人、平成２７年度３万４５２人、平成２８年度は２月末ですが３万

２,０２４人でございます。 

   チャレンジショップの出店者でございますが、グラスアートショップ、こちらのほ

うが平成２６年９月１日から平成２７年６月３０日まで、夢プロジェクトでございま

すが、平成２６年１２月１日から平成２７年６月３０日まででございました。平成

２８年度につきましては、２件の紹介がありましたが、出店には至らず、今現在、シ

ョップはございません。 

   次に、年次別の経費でございますが、平成２６年度がサイン工事、こちらも含めま

して５５４万４３１６円でございます。平成２７年度が３９７万８,９２４でござい

ます。平成２８年度見込みでございますが、４１１万６,８２１円でございますが、

人件費等が緊急雇用創出事業等で補助されたり、自販機等の敷地使用料等で単独で支

出した金額でございますが、平成２６年度が１８７万８,８０６円、この中にはサイ

ン工事等が含まれてございます。平成２７年度でございますが、８５万８,４０４円

でございます。平成２８年度見込みでございますが、１２９万５,９５９円でござい

ます。 

   以上が概要でございます。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 今後はどうするのかというおただしでございます。 

   まちおこしセンター施設内の運営につきましては、昨年４月より西郷村観光協会に

業務委託を行い、観光案内をはじめ村の特産品の展示、施設の維持管理を行っている

ところでございます。 

   今後等でありますが、まず新白河駅利用者の利便性を高めることについて、平日に

ついて会館時間を朝７時半、朝行きますと、やっぱりバスに乗る人が、まだあいてい

ないために、トイレの入り口、北側ですね、あそこに１０人ぐらいたまっているとい

う状況があって、やはりもっと早くあけろという話もありまして、今、ちょっとあけ
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て、どのぐらい人がいるのかを調べています。また、日中につきましては、引き続き

このチャレンジショップといいますか、どういったものができるかどうかについての

活用の拡大を図っていきたい。それから、行政情報センターや児童等の作品展、あそ

こは駅の北側に児童公園がありまして、あそこからの子どもがトイレを使ったり、あ

と中に入ったりしておりますので、そういった新しいものが入るような、身近なもの

として、これまでいろいろ何があるんだかわからないと、ガラス張りで中が見えない

とかいろいろありましたので、逐次改善をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 説明いただいたんですが、私もまるっきり否定するつもりはあ

りません。おやめになった仁平議員が、駅にトイレをつくってくれと、私も同感なん

です。昨日、実は、改めて私ちょっと見てきたんです。ちょうどおじさんがトイレの

掃除していました。これは委託、シルバーセンターか誰かのあれなのかな、していま

した。中に女高生が１人いまして、私も、確かに設備はいいですね。バスの待合所に

も最高なあれです。いろいろパンフレット相当のありまして、私もいろいろ持ってき

たんですが、西郷村の観光案内、事業案内、いろいろそういうＰＲの場とはなってい

ます、確かに。 

   最初の、私は、その設立の趣旨は、まちおこしするんだと、その言葉そのものに相

当期待をかけたからかもしれない。しかし、実態はどうかというと、今はもう経費だ

けで、出店する人もいないと。私も出店者に直接聞いたんですが、なかなかもう商売

にならないんだと、いろいろ制約もあるんだかもわからないけれども、とにかくそれ

なりのこうやったらいい、ああやったらいいという、そういうのはもう持っているら

しいんだけれども、なかなかその辺の行政との折り合いですか、そういうのはつかな

いでしょうね。 

   実際、これはなかなか解決策も、私も何も考えたけれども、非常に今の商売の環境

というか、だから、駅前だから即お客さんが来て入るのかと、全然そういう従来の固

定観念は当てはまらないんです。私もいろいろ全国のまちを歩いていますが、ほとん

ど駅前、でも、中心商店街も軒並みがらがらですよ。そこに行政が多額の金かけて、

何か１つの拠点をつくったとしても、最初の一過性で、後はまた同じような荒涼たる

商店街の波にのみ込まれていってしまう。その辺が非常に今の世の中の難しさ、これ

は私も一概に行政の当局者ばかりを責めるつもりはありませんが、そういう状況なん

です。 

   そこで、いろいろ、６,０００万円という投資額をやったわけだから、どういうふ

うにやっていくか、それはやっぱり行政側の村長はじめ担当、そういう知恵、いろん

な人に、民間あるいは商業者、誰がそこに出店してやってもらったほうがいいのかと、

そういうことに関して積極的な人をやはり、これだけの固定費がかかっているんだか

ら、やってもらったらいいんじゃないかと。その辺がもう少し何か柔軟にならないの

かなと。そういう、これ今すぐにね、村長は持ち合わせていないようだけれども、そ

の辺どうなんですか。 
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○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） いいお話でしたね。まず１つは、やはり行政は過大投資していい

のかどうかをよく見きわめたほうがいいと。多分、議員の頭の中でのお話のバックグ

ラウンドわかります。 

   先月、青森市長が引退しましたね。駅前に第三セクターでアウガ、７階建てビルを

建てた。テナントが全然集まらなくて、今言ったとおり撤退しました。最終的に数十

億円の借金どうするんだ。新しい市長、さて困っている状況、要するに過大投資の結

果ということですね。 

   もう一つは、やはり今のおただしのとおり、それなりの人がいるのじゃないかと、

探すべきだと。当然にいいことで、それはしようと思っています。これまでは、さっ

き課長が答えましたように、補助金があって、実は管理費が出ていたわけであります、

国費で。それがだんだん震災関係等も少なくなってきてということで、観光協会の使

いやすい方向に修正したというのが中身でありますが、問題はやはり待合機能あるい

は快適性、あるいはあるいはでいろいろあって、やっぱり入りやすいとか、あるいは

ショップができないかで、この最初のショップの問題は議論なりましたね。あそこで

調理できるようにするためには、設備投資が大きくなります。よって、あそこは温度

を上げるというか、湯沸かしその他はできますが、加工調理の調理師の部分について

はちょっと遠慮したという経過があります。 

   そういった限定される範囲の中において、どういった行政、あるいは地元の期待が

反映できるのかということをこれから探していきたいというふうに思っております。

問題は、やはりそれなりのノウハウとやる気と、あるいはいろいろ考えますと、やは

り地元のピンピンキラリ運動の拠点ではないかと思ったりします。なぜかというより、

朝７時にオープンして、夜は８時とかになりますと、やっぱりピークがあったりいろ

いろします。 

   朝、大体６時半ごろになってきますと、自転車でずっと子どもたちが電車通勤通学

があって、７番ホームに行くたびに、あそこでいっぱいばーっと朝集まりますね。そ

れから、しばらくバス乗り込みがあって、１０時から過ぎは少し閑散に入ったりとい

う人の往来、多い少ないが出てきます。そういったことのやっぱり維持管理と、それ

からＰＲ、あるいは対外的な問題といったこともありますので、やっぱり時間あるい

は利用者の関係、あるいは今ご提言のありましたように、ショップ機能とかＰＲ機能、

そういったものがうまく組み合わせられるといったことがあって、できれば女の人が

多いほうが、子どもたち、高校生が待合するといった場合は入りやすいといった声も

あります。そういったことも考えながら、いろいろご提言ありましたので、さらに検

討・研究をしてまいりたいと思います。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 本当に、なかなか一言では解決できないというか、本当に難し

いですよね。私もいろいろ考えたんですが、あそこね、通勤、これから選挙に１８歳

投票だと。西郷村は投票率悪い。以前に私は、大平だ、いろいろ投票所をつくれと。
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考えたんですが、あそこを選挙のとき投票所にしたらどうだと。通勤通学客にあそこ

で投票させると、それは年がら年中選挙やっていませんから、そういうのも１つの一

案。 

   それから、これは飲食店が入るにはそういう機能がないと。それなりに、水道、い

ろんなのを引いてあるから、そういう出店者の設備投資によってはできると。一杯飲

み屋でも何でも、本来ならですよ、それは行政として、あれだけの建物が建って、赤

提灯ではいかにもあれだろうと思うかもしれないけれども、赤字を出すんだら、なり

ふりかまわないというのも私の意見です。税金を垂れ流すんだったら、あらゆるもの

を考えるのもやぶさかでないと。さきの選挙の投票所にしろ、いろんな考えないです。

だから、そういう、例えばですが、知恵を絞らなきゃだめだと。 

   これ、管理運営ね、これからどういうふうにされるかわからないですけれども、こ

れも切りかえるんでしょう、何かしらに。今は無人というか、人は常駐しているんで

すか、あれ。当然人件費がかかっているわけです。その辺が差し迫った問題だわね。

その辺、まずどう考えているのか。人件費、それをほうっておくのか、それにかわる

無人がどうなのかとか、無人にしては今度はまた使い勝手がどうなのかと、いろいろ

問題が出てくると思うんです。そういう諸問題に考えられることに対して、どういう

ふうに村長は考えているのか。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 言ったとおりです。要するに、人がいない時間があってもいいの

ではないかと、あるいは開いている時間をもっと広げたらいいのでは、逆に。今の部

分をどのように調整していくかであります。ただ、公共施設でありますので、あんま

りラフにはできないということもあって、それで先ほどのピンピンキラリの半分ボラ

ンティアとか、そういったことが入れないかとか、いろんなことを今考えているわけ

であります。 

   特に、青パトの集結地であったり、あるいはパソコンを持ち込んで仕事をやってい

る人もいるし、あるいは人待ち顔の人もいると、いろんなことの交流がありますので、

さらに入りやすいとか、あるいは安全だとか、あるいは情報機能とかいったことを考

えますと、やはり今の体制は、もう少し今ご提言のあったような、そういったことも

入れてもいいのでないかというふうに思っているところでございます。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） いや、今、青パトという話で、私も、青パトに無人、あるいは

今の状態で固定費が大変だと、人件費が。青パトというのは、年がら年中歩いている

んでしょう。ということは、定期的に何時に立ち寄って、様子を見て、そういう管理

の仕方もあるんじゃないかとか、いろいろ考えたんです。青パトだと、これはまるっ

きり、あれは経費かかっているでしょう、皆さん。だから、いろんな考えられるわけ

ですよ。 

   ここで的確なこれだというのはないかもしれないけれども、私は今回のこの質問の

中で、我々がそういうことで危機感を、いろんなどうするんだと、そういうことで言
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わないと、なかなか行政のほうもずるずるずるずる、そういう傾向があると。私らも

それなりに考えますけれども、これは非常に今後の課題として、喫緊の課題ですね、

もう経費がかかっているわけだから。その辺を真剣に考えてもらいたいと思います。 

   この件は以上で終わります。 

   それから、４番目の質問に入ります。 

   またこれは全然違う問題なんですが、実は、私も折口原グラウンド、テニスコート

のことであります。 

   私も今あそこにいるわけですが、いろんな、私自身もいろいろ問題点というのは日

ごろ感じております。それで、いろんな人が私の家に立ち寄る。それから、これはご

近所の人なんですが、どうもあそこで子どもたちが特にソフトボール、野球、それか

らテニスをやっていると。そのことについて、非常に迷惑しているんだと、これは一

口に言って騒音問題ですね。私も非常に常に感じております。これは、子どもに、従

来からあそこにあった、当時、できたときは、比較的住宅も混んでいなかったと、そ

ういう経緯です。 

   近年に、最近になっては相当住宅も張りついてきたと。その中で、従来のそういう

運動環境として、今までどおりそういう運営していいのかと。私、これ遠い、全然関

係ない話じゃないですから、全くその苦情を言う人、私と共有するものがあります、

ほとんど。それで、感じたまま言いますが、子どもたちがソフトボールあるいはテニ

スをやる、そのときに相当、声ね。これは当然スポーツだから、私も、声を出すとい

うのは、これはもういわば当たり前のことなんですよね。 

   ところが、周りの聞く側にとっては非常にストレスになる。特に、子どもというの

は甲高い声でしょう。それを四六時中─夜はやっていないですけれども、ナイター

もやると。それを聞いていると、どうもストレスがたまると。時にはそれ、ノイロー

ゼになったという人は聞かないですけれども、しかし、全国のいろんなそういう騒音

問題なんということを分析すると、みんなそうなんですね。 

   近ごろは、保育園とか幼稚園、そういうものがご近所に計画された段階で、もう反

対だと。それはなぜかというと、騒音問題ですね。子どもらがぎゃーぎゃー、ぎゃー

ぎゃー、きゃーきゃー騒ぐと、それだけです。いくら教育環境だから、皆さん我慢し

て、塀もつくりますと、いろんな手だてもしますと言っても、いやだめだと。それは

ね、私も賛同はあんまりしませんけれども、しかし、実際そういう体験すると、反対

する意味もわかるんです。非常に騒音というか、そういうことに関しては、人間デリ

ケート、ナーバスになって、非常に心身がやられるんですよね。 

   私、一番心配するのは、そういうことを放置しておいて、１つ何か突発的な事故あ

るいは事件になったら困るだろうと。やはり、これはいろいろ、私もこういう言うこ

とによって、関係者からひんしゅくを買うのはわかっているんですが、しかし、あえ

て、やはりこういう問題は行政のほうできちっとわかってもらえないと困る。そして、

やはりそれに手だてしてもらわきゃ困る、現実ですから。その辺をどういうふうに捉

えて考えているのか。 
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   私は、やはり移転すべきだと思います。子どもらに声を出さないでスポーツやれと

言っても、これも無理な話なんですよ。だから、そういうことじゃなくて、思いっき

り声を出したり、周りに迷惑がない、そういう心配のないところでやらせたほうが一

番解決になるんだろうと、そういうことなんです。その辺をどういうふうに捉えてい

るのか、まず伺います。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） 質問の途中ですが、これより午後２時２０分まで休憩いたします。 

（午後１時５８分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後２時２０分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

   １２番後藤功君の一般質問を許します。 

○１２番（後藤 功君） 先ほどちょっと超過勤務のことで聞きそびれたんですが、超勤

手当ね、残業手当。これ、割り増しになっているはずなんですね。それで、ちょっと

数字を確認していきますけれども、５時以降の割り増し賃金、私の認識では１００分

の１２５、２５％アップ、それから休日給はもっと高いのかな、深夜、それちょっと

明確に確認しておきます。 

○議長（白岩征治君） 総務課長。 

○参事兼総務課長（山崎 昇君） 残業手当の割り増し率についてお答えいたします。 

   午後５時１５分から午後１０時、平日です。それに関しましては、基本賃金の時間

当たりの１００分の１２５、それから休日・祝祭日、通常の勤務日じゃない日に関し

ましては、１時間当たり１００分の１３５、それから平日の午後１０時以降です。朝

５時までに関しましては１００分の１５０、休日の深夜に関しましては１００分の

１６０でございます。 

   それと、先ほど時間の計算ございましたけれども、１か月全部合計しまして、最後

に余った端数が３０分を超える場合は１時間、３０分未満２９分までの場合は切り捨

てということになります。 

   以上です。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） 村長の政治姿勢についてということですが、１２番後藤議員の

質問内容が教育委員会に係ることですので、私のほうからお答えをさせていただきま

す。 

   折口原グラウンド、それからテニスコートにつきましては、今お話があったとおり、

建設されてから３５年が経過しているということで、建設当時の状況、私わかりませ

んが、現在は皆さんご存じのように、周辺に住宅が密集している、そういうところに

ある施設であるということで、おただしにありましたとおり、ソフトボールの試合と

か練習中の子どもたちの声やら、指導者の指導する声とか、そういうものにつきまし



－101－ 

てご迷惑がかかったりしているということも承知しております。 

   本当に３５年前に比べると、生活環境が大変変わってきたと、そういう中にある施

設ということで、さらにはそこを利用する団体もかなり減少していて、スポーツ少年

団の数も今は、いわゆるソフトボールも３チームしかなくなっていますし、そのほか

ソフトボール協会に所属している団体も、昔は１５団体ぐらいあったのが現在は３団

体しかない。大分、そういう意味で使用の割合も、最大に使われていたころから比べ

ると半分ぐらいに今はなっている状況のようでございます。 

   しかし、周りのそういう環境の変化とか、さらにはナイター設備とか、それから駐

車スペースの問題等で、折口原グラウンドにつきましては、今後のあり方について、

移転等も含めながら検討を加える時期に来ているものと考えております。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 認識はされているということなんですが、もっと具体的に申し

上げるならば、こういうことなのね。これは、人間が今変わってきたんだか何か、保

護者が試合のときに、昔、私もいろいろ知っているんだけれども、今の子どもたちの

保護者というか、特に女の親御さん、試合のとき、メガホンを持ってばったばったた

たいて、かっ飛ばせーなんて、すごいんですよ。だから、これが非常に最近の、私か

ら言わせれば、うましか親ね。そういうふうに言わざるを得ないんだけれども、周囲

の迷惑も考えない。そうして、ぎゃーぎゃーぎゃーぎゃーぎゃー騒いで、すごいんで

す。これがまた物すごい輪をかけて双方なっちゃう。そうやって、ばったばった、か

っ飛ばせー、これはたまったもんじゃないです。 

   それから、指導者も相当な声を張り上げて、要は叱咤する、そういう声ですね。や

っぱり、周囲の落ちついた日常平穏な環境で生活する権利があるわけだから、そうい

う人のことを考えないで、とにかくいわゆる罵声とかいろんなことで、それもすごい

んです。だから、それがね、最近のそういう大人は、これ熱心さのあまりというふう

によくとればそうなんだけれども、しかし、そういう周りに迷惑とか、そういうのを

考えないんだわな、今。それが困っちゃうわけで。 

   とはいっても、ああいうスポーツというのは、ある程度興奮していろいろしなきゃ、

またつまらないんだかもしれないでしょう。だから、いろいろこれは切りがないから、

この際、もう移転して、精いっぱいそういう人たちが思い切ったプレーしたり、そう

いうことをできるようなところに移転ぜひしてほしいと。 

   今、教育長その考えていて、これもまだ検討するとか考えていて、１０年、２０年

たっちまうんだよね。だから、その辺をやっぱりきちっと捉えて、もう一つ付け加え

るならば、先ほども冒頭でいろいろおっしゃったとおり、実は駐車場なんです。今、

あそこにもう駐車場がないんですよね。それで、道路にみんな止めてはみ出したり、

私も見ていると危ないんです。そういうこともありますので、この際、いろいろ真剣

に考えていただいて、対処していただきたいと、こういうふうに思うんですが、もう

一回、具体的にどういうふうに考えているか、お聞きします。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 
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○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   現在もそういう環境にある施設だということで、担当課では利用者の皆様に、利用

についての注意点といいますか、本当に皆さん一生懸命取り組んでいる形なので、そ

ういう中でもやはり周辺の住民の方のことを考慮した使い方をしてほしいということ

での依頼はしております。 

   駐車場に関しましても、近くにある会社といいますか、企業が協力してくれて、駐

車用地を無償で貸してくださっているとか、いろんなそういうことで成り立っている

わけなんですが、今、議員のほうからありました今後の方向性を具体的にということ

につきましては、いろいろなこれまでもそういう計画があったと聞いておりますが、

そこにつきましては、今後の村の流れの大きな考え方の中で進んでいくものだと思い

ますので、私のほうからというよりは、村長のほうにお答えいただければと思ってお

ります。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） いよいよこれまで、いろんなことで西郷村総合運動公園の計画い

つやるんだということと議員の質問はかみ合っているのかなという気がいたします。

あの場所は、私もいろいろ聞いておりますが、昔、白河実業の季節分校というか、あ

そこに舎飼いがあったと。昭和の１桁の人があそこに通ったことを覚えています、う

ちの近くにいる人も。 

   その次は、牛、ホルスタインの共進会があって、あそこで本当にいい牛の見本が、

あのころ西郷は本当に乳牛はうんと多かったですよね。いわば酪農のトップ期という

時期がありました。その後、３５年前というふうに書いてありますが、やはりスポー

ツ熱が高まってということになります。同時に、あの時期には、今の周りの住宅開発

が進んできましたので、さらに工場もあったりということで、この４０年、本当に非

常なさま変わりだと思っております。 

   さきに子どもを育てる幼稚園、保育所に行っているお母様方と小学校低学年のお母

様方のアンケートをとったことがあります。あの地は公園にしてもらいたいといった

意見もあったと思っております。そうしますと、時代あるいは車社会、あるいは今は、

あそこはですね、スラッガーで相当打力の強い人が打ちますと、窓ガラスを割ってい

ます。どなたの家でしたっけ、３軒、球が飛び込みますよね。そういったこともあっ

たりして、今のお話は前からあったわけでございます。 

   今後、いろいろする中で、選択と集中とかいろいろありますので、やはりこれまで

生涯スポーツあるいは競技スポーツの両面から、施設の集約化をしていくべきだとい

う審議会の答申にありますように、総合運動公園なるものの計画というか、それに着

手命令を出す時期なのかなと今思っている次第でございます。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 村長もいろいろ考えているということを聞きました。それはそ

れで、そういう構想も持っていると。その中にも、やっぱり今まで何つくるにしても、

一方的に執行部がこうだと。やっぱり、いろんなこと、意見を聞いてね。前段のチャ
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レンジショップでも何でもそうなんですが、やっぱりあらゆる角度から、そしてそれ

に詳しい人とか、そういうお話を聞いたり、総合的にプロデュースする、いろんなそ

ういうところをやらないと、なかなかすばらしいものはできないんじゃないかと、こ

のように申し上げておきます。 

   今、チャレンジショップのことをちょっと言われましたが、ある私の知り合いの人

が、ＮＨＫの「はまなかあいづ」のアナウンサー、女の人、顔ぽちゃっとした、宮澤

アナウンサーといったけかな、その人が「ん」と見て、問題ありというような、そう

いうふうな何か言ったらしいと。だから、やっぱり見る人が見ると、これはいいとか

悪いとか、そういうあれがあるんです、その人の感性でね。 

   だから、やはり何でも、例えばスポーツ公園にしろ、競技場をつくる、いろんな総

合的な、単なる一方向からじゃなくて、これが将来村にとってどういうふうに位置づ

けになって、そしてまた反映につながるのか、そして使う人の身、あるいは直接そこ

で競技しない人でも、そこで十分くつろげる、遊べる、そして車がどうだかと、いろ

いろ総合的なそういうプロデュースというものを考えていただきたいと、こういうこ

とでひとつ私はお願いしておきまして、質問を終わります。 

○議長（白岩征治君） １２番後藤功君の一般質問は終わりました。 

   続いて、通告第６、８番金田裕二君の一般質問を許します。８番金田裕二君。 
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◇８番 金田裕二君

          １．建設行政について 

          ２．教育行政について 

○８番（金田裕二君） ８番金田裕二です。通告順に従い、一般質問をさせていただきま

す。 

   直接質問事項とは違うんですが、明日、東日本大震災・原発事故より丸６年を迎え

ます。村内の除染作業は最終局面を迎えて、道路側溝の一部の除染が残るのみという

ふうにも伺っております。ただ、除染のフレコンバック等の搬出にはおおよそ１０年

以上かかるんじゃないかなという説明もいただいております。 

   今、マスコミでは、当時の避難県民が学校でのいじめが相次いで報告されたり、ま

た、福島空港からのチャーター便が韓国の航空会社やその乗務員の認識不足によって、

仙台空港に移転させられて、またそれが今、日本国にとってかわって、また福島空港

に戻ったようでございますけれども、やはり国内外でもまだまだ風評払拭や、復興へ

の道のりはまだまだあるのだなというふうに実感しております。 

   さて、本題でありますが、本村の中小河川では震災後、大量の土砂が堆積したまま

除去されない状態が続いております。その現況について、とりあえず説明をいただき

たいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） ８番金田裕二議員の一般質問にお答えいたします。 

   建設行政の河川堆積土砂等の除去工事についてのおただしでございますが、やぶ川

のアシが繁茂しまして、大雨時の氾濫や火災・災害防止などを目的に、平成２０年度

に堆積土砂等の除去工事を実施いたしましたが、東日本大震災後は、堆積土砂等の放

射線量の問題により、実施を見送ってきた経過がございます。 

   昨年度に放射線量を測定いたしました結果、基準値以下でございましたが、堆積土

砂の搬出先が決まりませんでした。実施には至らなかったところでございますので、

今後、堆積土砂置き場の確保に努めまして、実施していきたいというふうに思ってい

る状況でございます。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 中小河川ですね、やぶ川の話が追原地区の河川の話も今出ました。

確かに、平成２０年ころ一旦除去しております。その後、本当にびっちりアシが─

ヨシですか、生い茂っております。そこに、風なんかでごみ袋とかいろんなものが飛

んできて、本当のやぶみたくなっちゃって、川の名前のとおりになっちゃったなとい

うふうに残念がっております。 

   現在、今、村長の答弁ですと、放射性物質を調査したところ基準以下だったと。基

準というのは、たしか８,０００ベクレルだったですか、再度確認ちょっとお願いし

ます。そして、実際どのくらいの数字が出たのかもあわせて、わかる範囲でお願いし

ます。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 
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○村長（佐藤正博君） おただしのとおりで、そこで基準がありますが、実際は４か所で

チェックしておりますが、５００から６００ベクレル、それから３００から４００ベ

クレル、それから５００から６００ベクレル、２００から３００ベクレルという程度

になっておりまして、８,０００ベクレルから比べますと少ないわけでありますが、

こういった数字が出ております。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） ただいまの数字ですと、本当に８,０００ベクレル以内は一般廃

棄物というような感じですから、ところが、実際捨てるとなると、地域住民がそうい

った放射能があるんじゃないかと心配されるだろうと思います。今、どんどん中間の

処分ですか、管理のところに放射性物質のものは搬出が始まっていますね。何か置く

ところがないというんだけれども、何かそういったところに置けないものなのかなと

いうふうに思ったりするんですけれども、今の放射能のフレコンの仮置き場には一時

的にそういうのを置くというのは、法的にはちょっと問題があるのかどうか、お聞き

します。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 仮置き場は仮置き場という特定して、そして契約、あるいはお願

いして、それから搬出時期、それから場所についても特定してやってきております。

その部分に今の部分がどうかというのを検討する必要はありますが、ちょっともっと

別なところを今考えるしかないのかなと。１つは、村有地とかいろいろありますので、

今後、いろいろ協議しながら、安全・安心の中身についてよくご説明申し上げて、そ

してご理解の上に立ってやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 確かに、フレコンバックに詰めたりすると、どうも村民、怪しい

ものが入っているんじゃないかなというふうに疑うかもしれません。単なるただ一般

廃棄物であれば、ダンプでどどっとあけて置くだけだったんでから、そう心配ないの

かなとも思っております。 

   何ですか、例えばうちの集落の裏山は、前にも質問したとおり、８３ヘクタールも

西郷村の土地があるわけですね、村の土地が。そういったところの影響のない陰のほ

うの、例えば沢とか、そういった筋を埋めたりするのに使うんだったら、別に先ほど

の線量だったら一切問題ないのかなというふうにも思ったりもします。そういった運

搬のいろんなものを考えると、そんなのは検討するに値するかどうか、ちょっとお伺

いします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） いいお話でございます。村有地というか、そもそも所有権がはっ

きりしているところ、さらに、今の危険といったものから距離の二乗に反比例して減

衰するわけでありますが、しかし、今のように見えない、あるいは排水関係、いろい

ろ条件がありますので、よく調べて、その節にはぜひご支援をお願いしたいというふ

うに思っております。 
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○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 私が勝手にそこにというわけにいきませんけれども、地域住民と

いろいろ話し合いの上、うまく村有地が利用されるんだったら問題ないのかなという

ふうに思ったりします。 

   そういったことで、うちのほうの河川ばかりじゃなくて、村内至るところにそうい

った状況かなと思っておりますので、そういったのも含めて、早急にやはり土砂を撤

去していただかないと、先ほどもちょっと出ましたけれども、平成１０年の８・２７、

あのときの水害の原因というのは、例えばうちのほうのやぶ川ですと、河床までの半

分がそういった土砂で埋まっていたもんですから、もう８・２７、２７日になる前、

２６日の夕方には既に河川はオーバーしました。そういったこともありますので、や

はりこれからそういう危惧もされますので、そういったものは常に管理を十分にして

いただきたいと思っております。 

   また、ちょっとそれは村の管轄と違うところなんですけれども、昨年度、ちょうど

折口集落の前の阿武隈川の河床がかなり、それは村の事業じゃないんでしょうけれど

も、かなりぼうぼうになっていて、やはりヨシだらけになっていて、そこをきれいに

ブルでならして、きれいになりました。ああいった事業は、継続して、阿武隈川の河

床も整地されるのか、もし建設課のほうでお聞きになっている情報があればお知らせ

いただきたい。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） １級河川、国直轄、須賀川から下流、阿武隈川、国直轄で、その

上流を県、西郷も１級河川いっぱいありまして、県の建設事務所と毎年、調整会議を

やっておりまして、河川河床整備事業終わります。山下の区長様からもお話があって、

橋の下にありますので、それが見えるようにという要望が出て、去年やった経過があ

ります。ただ、問題は、言われたとおり、どこに置くんですかという条件つきますの

で、それは協力しながらやっていくというふうに、手をとっていきたいと思っており

ます。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） ただいまの大体回答で、結論はここですぐできるわけじゃないで

すが、いずれにしろ、搬出先ですね、それの確保がまず急務なのかなというふうに思

いました。できるだけ早急にそちらのほうをお願いして、いろんな予算措置はあると

思いますので、災害の起きないうちに対応をお願いしたいと思っております。 

   次に、２点目、追原より広域農道に至る村道の拡幅についてという一応通告させて

いただいております。 

   それは、今のやぶ川沿いにずうっと伸びる道路なんですね、村道なんです。実際、

中学生、高校生が通学に使っております。正式には学校の通学路にはどうなんでしょ

う、なっているのか、なっていないのか、たしか国道のほうが通学路になっていたん

でしょうかね。現実には近いので、みんなそこを利用しているのが多いんです。とこ

ろが、ちょうど産業道路の出口が坂道になっておりまして、そこが非常に狭いんです
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ね、車１台やっとの幅しかありません。そこでの出会い頭の接触事故が何回も起きて

おると聞いております。私も何度も通っておって、危ないところだなというふうに常

に認識しておりますので、そういったところの拡幅について、現況も踏まえて、ごら

んなっているかどうかも含めて、答弁お願いします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） おただしのとおり、私も追原へ行くときはいつもあそこを通りま

す。村道２０５３号線と村道５１８９号線の交差点、折鶴橋の鶴生側の左岸というふ

うになります。おただしのとおり、ちょうど岩盤露出部分で、かつ側溝等があったり

して、かつ上り坂の頂上付近に交差点がありますので、このご不便な点よく承知して

いるつもりであります。ただ、交通量はそれほど多くありません。なぜかというと、

道路が狭いということがあって、４トン車は通れませんですね。 

   やはり、そうしますと、子どもたちも本当はあの折鶴橋から２８９号線に出ていく

んですが、近道している人もいます。そうしますと、やはり当面カーブミラー等で、

今の事故ですね、上り切ってぶつかっては困るということがありますので、そういう

ことをしながら、いろいろ改修に当たっての調査というか、そういったことも必要に

なってきますので、さらには用地ですね。それから、圃場整備の末端からあそこまで

は、大体四、五百メートル、３００メートルぐらいでしたっけ、残っていますので、

河川との関係をいろいろ調整して、そしてさらに県等と相談をしていきたいと思って

いうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） ただいまの場所については、何年か前にこういった質問をさせて

いただいたことがあります。確かに、崖っ縁というか、岩がありまして、その下を鶴

生のほうに行く水路が通っております。あそこの山は、たしか真船集落の方が所有さ

れている土地でございます。 

   そして、昨年は十分にぎわったところなんですね。あそこの場所が何でにぎわった

かというと、熊が何回もそこに出たんですね、あの橋のたもとに。ちょうど竹やぶが

ありまして、熊が好きなくらいの太さのいいあんばいなのが出たところなんです。い

ろいろ、それは関係ないんですけれども、何とか出口だけでもちょっと拡幅していた

だければ、とりあえずいいんじゃないのかなというふうに思っています。道路全部と

なると、なかなか月日がかかるもんかなと思っておりますので、その辺の対応を、現

地をよく精査していただきたい。 

   以上でございます。 

   次に、移らせていただきます。 

   次に、教育行政についてということで、私はあんまり教育のこと、今まで質問した

ことないんですね。でも、昔はＰＴＡにもかかわっていましたので、いろいろと専門

の私は農業関係にばっかり質問させていただきましたけれども、昨日、同僚議員が同

じような質問いたしております。今日は、ですから、あっさりと思ったんですが、地

元から随分と関心のある皆さんが駆けつけていただいておりますので、多少は角度を
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変えて、ちょっと質問させていただこうかなと思っています。 

   質問の通告内容については、少子化等による村内の小・中学校の統廃合が検討され

てから相当の月日が経過いたしましたが、川谷小・中学校及び羽太小の現況と対策に

ついて伺うという趣旨でございました。 

   昨日の同僚の質問内容も、ほぼ同じ内容でございました。昨日、私もその内容を聞

いておりましたら、現在、川谷の小・中学校は、児童・生徒が全部で５４名、それが

平成３２年度には３６名まで、小学校が２４人、そして中学校が１２名、そして小学

校は１、２、３、４、５、６全て複式になっちゃうだろう。中学校も１、２年が複式

になるだろう。そして、その年には羽太小でも２年、３年が複式になるだろうという

答弁をいただいたとメモしておきました。 

   そんな中で、現況についてはもうお伺いしておりますので、繰り返しませんけれど

も、いろいろその中でも、特にこうとか、いろいろ、何といいますか、地元以外の方

も通ってらっしゃる方もおると。事実、私の集落からも、追原からも小学生２人、た

しか行っていますね、多分行っているはずです。通っていると私は認識しております。 

   昔は、うちの追原の集落からも、小学校、中学校にも随分通われていたのが実態あ

ります。今はそういった形で、生徒数が激減しておるのは事実です。 

   そこに書いたのは、加藤前教育長さんのときに、何年前でしょうか。地元で保護者

の方と何回も説明会を繰り返しされた中で、賛否両論があると。しかし、いつまでも

このようにしておくわけにいかないと。一、二年のうちには結論を出して、どうする

かという答えを出さなくちゃならないだろうという話も聞いておりましたし、小学校

はもうちょっと続けてもらいたいけれども、中学校だけはいろいろ部活動でも選択の

自由もあるから、早いうちに統合したほうがいいのかなというような意見とかもいろ

いろ聞いておりました。 

   教育長、当時、加藤教育長からどのような引き継ぎになったか、ちょっとわかる範

囲で結構です。お伺いします。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） お答えいたします。 

   私もこの立場をいただく際には、前加藤教育長さんといろいろ引き継ぎをしており

ますし、川谷小・中学校の件につきまして、それだけではなくて、村の全体、学校の

これからについてもいろいろ意見をお聞きしておりまして、そのときの一番のポイン

トといいますか、それは中学校で複式ができるのが、非常に学習環境、教育環境とし

ていかがなものかと、そこはやっぱり１つのポイントとして考えていく必要があると

いうことで、議会でもそのような観点での答弁などもしてきたようにも聞いておりま

す。 

   そういう意味で、やっぱりこの立場をいただきましたので、今後の川谷小・中学校

をはじめ、あと羽太もありますが、そういうことにつきましてどういうふうにしてい

くのが一番いいかということについては、大きな課題として引き継いだというところ

でございます。 
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○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） なかなか少子化の影響もあって、子どもが増えない現実。国立社

会保障・人口問題研究所というのがあるんですね。そちらの、ちょっと資料は古いん

ですが、平成２２年の調査によると、今現在、生涯の未婚率、一生結婚しないという

のが男で２０％、女性で１０％。それから、第１子の出産時の平均年齢が３０歳を超

えていますね、その当時でさえ。合計特殊出生率が１.３９人、今はこれよりも下が

っていると思っております。既に全て晩婚化しております。 

   ですから、なかなかもう地域で増やすというのは、これはかなり困難な状況なのか

なというふうにも思っております。 

   そこで、地元地域で子どもが増えないんだったら、どうして増やすかと。幾つか提

案したいなというふうなのがありまして、まずは里親制度というのが、最近始まった

仕事じゃないですね、以前からあります。 

   里親制度、これは特に長野県が熱心に数年前からやっております。県のホームペー

ジをちょっと開いてみたら、細かく里親のことについて記載してあります。その中に

は、「里親になってみませんか」。「様々な事情で、親のもとで暮らすことができな

い子ども（０歳から１８歳）を家族の一員として迎え入れてみませんか。「里親」と

して、暖かい愛情を持ち、家庭的な雰囲気の中で子どもを育ててくださる方を募集し

ています。」というキャッチフレーズで、里親というのは養育里親、それから専門里

親、それから養子縁組里親、それから親族里親、こういう段階的には４つぐらいに分

かれるそうなんですが、それぞれ資格とかも必要なのもありますし、それらに何とい

うか、教育しているところもあるそうです、研修会ですね。 

   国のほうからも、かなりの里親、養育里親に対しては、何かはっきり金額わかりま

せんけれども、年間二、三百万円支払われるというような話も聞いております。それ

らはとにかくとして、そういった里親になってくれる方を募集して、そこで川谷とか

羽太に住んでもらう。 

   あと、山村留学制度というのがあります。山村留学、海外に留学するんじゃなくて

山村ね。都会から山村のきれいな空気のところへ留学して育つ、そういったものをど

うしたらいいのかな。里親がいなくても、私何とかできるんじゃないかなと思ったの

は、空き教室、１つのあいた教室を、何というかな、寮に改築して、そこに住んでも

らう。そして、そういったところを、いろんな理由で来られる方がいらっしゃいます。

中には不登校の児童・生徒の受け皿という考え方もありますし、いろんな面で、あと

は伸び伸びと自然豊かなところで暮らさせたいという親もいるかもしれない。そうい

った方々を、やはり全国にネット発信するなりして募集してはいかがかな。そういっ

たものも、ひとつやはり何でも１回トライして、やってみてはいかがかなというふう

に思ったりしています。 

   それからもう１点、何で廃校になっちゃうんだろう、やっぱり経費がかかり過ぎる

からというのも１つありますよね。ですから、経費的にはどうなのかわからないんで

すが、今、原発被災者のところで中高一貫、高校とかですね。あとは、小中一貫校、
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そういったのが最近いろいろ検討されています。ですから、川谷でも前、そういった

小中一貫校、そうすれば校長先生も１人、普通の教師も兼務しながらやっていく。経

費的にもいろいろ抑えられたり、いろんなメリットが出てきたりするのかなと思うん

ですけれども、私、そういった内容を詳しく精査していませんので、そういったとり

あえず今のことについて、教育長からどんな自身の考えがあるかどうか、伺います。 

○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） いろいろな案といいますか、そういう事例を今出していただき

ました。私も川谷小の校長を務めた経験がありまして、そのころから少子化、子ども

の数が減っていくということはもう当然見込まれたので、私の前の校長先生が菊池千

代子校長先生ですが、そのころから川谷の少子化を考える会という会を立ち上げて、

地域の方とか、いろんなアイデアを出してきました。その中では、やっぱり川谷の魅

力を発信しながら、川谷に住んでもらう人が増えないか。じゃあ、川谷に住もうとし

したときに、住む家はあるのかとか、空き家はどうなんだとか、そういう状況を調べ

たりとか、そういうこともしてきました。ただ、なかなか思うように、やっぱり人が

移り住むということは難しい。 

   そういう中で、子どもの数が減っていく。文部科学省では、いわゆる小・中学校の

適正規模等についての指針を出しております。学校教育法の施行規則には、いわゆる

１２学級以上１８学級以下という基準があります。これは、なぜかというと、１つの

学年で２クラスあれば、学級編制がえができて、人間関係の変化が与えられる。いろ

んな意味で、教育効果が高くなるというようなこともあります。ただ、その中には、

そういう基準はどの地区でも当てはまるものではなくて、地域によっていろいろな状

況もあるので、そういうふうな場合には、地域やいろいろな特色を利用したといいま

すか、生かした、そういう教育をして、教育効果を上げるということについても書か

れております。 

   そういう意味で、これまでも川谷地区の懇談会等々で、私のこの立場をいただいて

からお話を伺ってまいりましたら、やはり地域としてもいろいろな努力をしていくと

いうことで、今年度、川谷小・中学校の保護者の皆さんは、先ほど議員のほうからあ

りました小中一貫校の事例を研修に行っていただいたりもしております。小中一貫の

よさについて、いろいろなご意見もいただいております。ただ、小中一貫にした場合

でも、いわゆる複式は発生します。子どもの数が増えない限り、そういう基準があり

ますので、そういうところをどう考えていくかだと思っております。 

   いずれにしましても、今後、先ほど現状、児童・生徒の推移につきましてはありま

したが、規模が小さくなっていく、どんどん、特に中学校においての複式が発生する

と、一番大きな問題は教職員の定数、与えられる数が限られて減ってしまいますので、

教科の先生の数がそろわなくなるとか、それからあとは、やっぱり１つの教室で２つ

の学年が同時に授業をしますので、難しい中学の学習内容が十分身につくのかとか、

いろんな課題がありますので、そういうことを念頭に置いて、そういう学習環境が本

当に子どもたちにとっていいものかどうか、そういうことでの検討が今加えられてき
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たところだと思います。 

   昨日、１０番矢吹議員の一般質問にもお答えしましたが、私としてはいろいろな可

能性を追求しながら、特に川谷小・中学校において、また羽太もそうですが、地域と

本当に結びついた特色ある教育を実践しております。そういうものは、やっぱりどん

どんもっともっと工夫しながら、そういう教育力を高めていくことと、ただ、やはり

大きな流れを見ていったときには、昨日、お答えしましたとおり、川谷とか羽太とい

うふうに限定したものではなくて、村全体としての学校、小学校なら小学校のあり方

ということ、さらには中学校も含めてですが、そういう村としてのあるべき姿につい

て検討していただくような機関をお願いしまして、教育委員会として諮問をして、い

ろいろな方向からいろいろな立場の方のご意見をいただいて、１つの考え方といいま

すか、答申などを示してもらう。 

   その中で、ご理解をいただきながら、やっぱり子どもたちにとって一番いい教育環

境、学習環境、学校規模等々も考えながら、そういう流れを村として確認をしながら

進めていくことが、やっぱり一番大事になってくるのではないかと思っているところ

です。そのために、そこのいろんな条件といいますか、そういうものが整うまでの中

でやれることはやる。 

   私も川谷の保護者の皆さんともちょっとお話しした中で、もっともっと首都圏に発

信をして、今、やっぱり人口減少社会ですので、日本全体での人口も減る、そういう

ふうになった場合には、やはり流動人口をいかに呼び込むかですので、本当にああい

う地区で子どもを伸び伸びと育てたい、教育をさせたいという考えを持ってらっしゃ

る方はいるだろうと思うんですね。西郷村で住んで、勤務は首都圏、新幹線もあると。

西郷村では川谷でなくても、西郷村に住めば、今は特認校制度があるので、川谷地区

のよさを本当に理解して、こういうところで子どもたちに特色ある教育を受けさせた

いと思うようなお考えの方がいらっしゃれば、特認校制度を利用して川谷小・中学校

という学校を選んでいただくと、そんなふうなこともしながら、できる限りいろんな

アイデアを皆さんからもいただいて、努力するべきことはする中ででも、大きな流れ

としては、やはり今後のあるべき姿を村全体で本当に考えていただいて、進んでいき

たいというふうに思っているところですので、ご理解いただければありがたいです。 

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君。 

○８番（金田裕二君） 教育長の思いを語っていただきました。 

   私、昨年、会派の八汐会でもって秋田方面に何度か、こういった教育視察をさせて

いただいて、由利本荘のある小学校に行ったときには、あの山合いのちっちゃな学校

です。でも、そこは何すばらしいのかというと、英語教育に特化している。小学校と

は思えなかったです。もう中学校以上の学力をみんな持っている。ですから、何か特

色がある。かえって、田舎の山の中なんだけれども、逆に都市部から流入してくるん

です、ここで習いたい。やはり、そういった呼び込む力、それにはやはり何か特化し

たものをつくらなくちゃならない。そして、できれば休日、土曜、日曜とかを利用し

た都会の方に対しての何というかな、体験入学みたい、こんな学校なんですよ、こん



－112－ 

な授業をやるんですよというようなのを体験させる。そういったものを催し、イベン

トとしてやってみてはいかがかなと、まずはそういったものを発信する。 

   都会から呼び込む、今はみんなネット社会ですから、みんなスマホでも何でも見ら

れますから、そういった形をぜひとも取り入れて、すぐ今日、明日に結論を出せる問

題じゃございませんので、我々もできればそのまま存続するのが理想です。でも、ど

うしてもだめだったら、やはりだめなときはこうするしかないという、その答えとい

うのも、やはり地元の方とも話し合っていきたいな、いただきたいということで締め

たいと思いますが、最後に、村長にもそういった学校の、今の川谷とか羽太の状況を

踏まえて、村長からも一言お願いします。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 教育の真髄といいますか、やはり施される側というか、逆に子ど

もたちにということと親の思いと、結局、先生と、やっぱり人は、先生も本当にそう

ですが、地域の人にもお世話になったり、要するに総合力の結果が多分出てくるんだ

ろうというふうに思います。まずは、これまでの先生方のご努力ありますので、今、

教育長が申されたとおり、そういったこともいろいろやりながら、この考えをまとめ

上げていくことも１つであるというふうに思っているところでございます。 

○８番（金田裕二君） 以上で質問を終わります。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） ８番金田裕二君の一般質問は終わりました。これより午後３時

３５分まで休憩したいと思います。 

（午後３時１３分） 

◎再開の宣告 

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午後３時３５分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き一般質問を続行いたします。 

   １４番大石雪雄君の一般質問を許します。１４番大石雪雄君。 
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◇１４番 大石雪雄君

          １．村の施設について 

○１４番（大石雪雄君） １４番。通告順に従いまして、一般質問を始めます。 

   質問事項でありますが、村の施設についてと。要旨は、学校給食センターの改築に

ついてということで通告を入れておきました。 

   質問に入る前ですけれども、質問書を通告してから、二度ほど学校給食センターを

見せていただきました。そんな中で、学校給食法のもとで、老朽化した給食センター

で安心・安全な給食を提供するために、設備の整備、点検の清掃など、通常以上の仕

事をされているセンター所長、栄養教諭、そして関係職員、関係者の皆様に、敬意と

感謝を表したいと思います。 

   さて、質問に入りますが、昭和５３年４月１０日に中学校３校、小学校５校が完全

給食を給食センターで開始されました。本年度までに、昭和５３年、平成１３年に増

築されまして、この間、センター運営開始から約４０年ほど年数が過ぎており、機械

設備、施設など、不安を私自身は感じています。 

   その観点から、改築を望んでいますが、いかがでしょうか、どのような施策を練っ

ていくのか、執行部である村長のほうにまずお聞きしたいと思います。村長も、新教

育法の流れは、一員でありますので、村長のほうから答弁いただければ幸いと思いま

す。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） １４番大石議員の一般質問にお答えをいたします。 

   学校給食センターの改築についてということで、現場へ行かれたそうで、ご苦労さ

までございます。現場の皆様は、一生懸命２,０００食やっておりまして、さらにマ

クロビオティックとかいろいろアイデアを出して、子どもたちの発育に大いに寄与し

ているというふうに思っておりますが、時間はたちまして、本当に昭和５３年からと

いうことで、老朽化が進んでおります。 

   いろいろ県南保健衛生所といいますか、やっぱり所管庁のいろいろご指摘等があっ

たり、あるいはドライ化とか、もう一つはやっぱり老朽化、あるいはボイラーとかい

ろんな改善するのはその都度やってきましたが、なかなかもう時間はそんなにもたな

いだろうというお話もありますので、ぜひこの老朽化対策として、新たな基準といい

ますか、それに沿った給食センターをつくっていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 今、村長のほうから答弁をいただきました。 

   確かに、老朽化が進んでおります。まず、壁、天井、さらには食材の搬入・搬出、

害虫が入るおそれが大変ある中、そしてかびが発生するのではないかなと思う場所、

いろいろ見る限りでは、今時点でももう改築にしては遅いのではないかな、そのよう

にも思っております。 

   学校給食等食材の会社では、大変仕事の内容が変わってくるかと思いますが、参考
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までに話ししますと、食材をつくっている会社はＩＳＯを取得して、それも

２２０００とか高度なＩＳＯを取得しているようであります。 

   それで、食材を納入する際には、二重シャッターでスチールのシャッターと、あと

はロール式のビニールシャッターになっているようであります。そして、機械設備は、

学校給食とは食材をつくる会社では多分に違っていきますが、それは別としても、今

度は搬出する段階では、やはり二重シャッターになって、コンテナとその搬出する出

口の間が密接なすき間のない形の中で搬出しているという時点であります。 

   というのは、食品は産地偽装、いろいろと大変うるさくて、いろんな角度からも視

察に来ているようでありますから、まばらな考えでは会社は運営できないというので

はないかなと、そのように思っております。 

   西郷の給食センターは、東西しらかわでワーストスリーに入る給食センターだとい

うことであります。東白川郡の給食センターは大変進んでいて、調理に入る場合には、

調理する方はエアシャワーで入って、ごみをみんなエアーでふっ飛ばして、そして長

靴は除菌、さらには洗浄という中できています。 

   そういう中で、今後つくるとすれば、大変よそにない施設を考えるわけですが、い

ろんな面でネックになると思うんですが、村長としては今考えていかなきゃならない

と、プロジェクトも組んであるということで、早急にお願いしたいなと思うんですが、

いかがなものか、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） ワーストスリーというふうに言われて、ちょっと今かちんときた

んですけれども、ワーストスリーということには何かで出ていましたですか。 

○１４番（大石雪雄君） それを言うと、支障が出てきます。 

○村長（佐藤正博君） ああ、そう。要するに、古いですので、いろいろ支障あるところ

あるだろうと思いますので……。 

   やっぱり、今そういった状況であるということはわかりましたので、老朽化にどう

対応するかということをやっぱり考えたときに、改築の時期に来ているという認識を

しております。 

   この次に生活改善センターの質問もありますので、一緒に答えますが、今度の拠点

のプロジェクトありますので、この約５万平米の土地の中にどういった入れ方をして

いくか。１つは、今の安全・安心がありますが、もう一つは、やっぱり防災上の観点

も入れていきたい、あるいは地産地消としての関係も入れるとどうなのか、あるいは

動線上どうなのか、あるいは出入の問題、学校の受入れの高さがありますよね。いろ

んなことを考えて、この最新の装備を持った、そしてすばらしい。いつもＮＨＫのテ

レビで、「日本一の給食」やっていますよね。ああいうことも本当に獲得できる素地

は、西郷マクロビオティックあるのではないかと、密かに思っているところがありま

すので、そういった意味で、いろいろ財源、あっちこっち当たっております。そうい

ったことも含めて、早くまとめて事に当たりたいというふうに思っております。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 
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○１４番（大石雪雄君） 今、村長の答弁の中で、ワーストスリーは頭にきちまうと。私

もショックでした、聞いたときは。やはり、東西しらかわでも、東白川郡のほうがす

ごいみたいなんですね。塙町が一番すごいです。総工費５億円くらいで、近代的に設

備されているそうです。 

   そういう観点のもとで今、村長のほうから、いろんな補助関係とか補助的なものも

話しありました。それで、学校給食法というのがあるんですね。村長が言うマクロビ

というのは、もう法律の目的とか、給食の目標とかの中ではやっぱり栄養源をつけて

やるという意味で、地産地消でやるというのはもう当たり前のことなんだかもわから

ないですね、行政が力を入れていくというのね。それは法ですから、受けとめ方の違

いで、私が村長に押しつける考えもありません。 

   ですから、そういう意味では、努力している村長にも敬意を表したいと、そのよう

に思っております。 

   それで、補助関係なんですけれども、学校給食法の国の補助で、第１２条に「学校

給食の開設に必要な施設又は設備に要する費用の一部を補助することができる。」と

いうことがうたわれているんですね。これは文科省で出ていると思いますから、です

から、その補助率がいいか悪いかの違いで、開設するのと改築するのの違い、そして

補助率の云々はあると思うんですが、その辺は村長のご努力にお願いしたいなと、そ

のように思っております。 

   さらに、ちょっと教育長のほうにお伺いしますので、村長、ご苦労さまでした。 

   よろしくお願いします。 

   教育長にお伺いしたいのは、できるまで、これ新しく給食センターが改築するまで

は、今の施設を存続しなければならないという中で、学校給食法の第９条の中に、学

校給食衛生管理基準というのがうたわれております。それで、学校給食衛生管理基準

の中には、学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準として、（１）

学校給食施設、①共通事項ということで、「学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、

食数に適した広さとすること。」ということになっているんですね。そのほかもろも

ろ書いてあります。 

   今の段階では、決して広さがないという段階ですね。ですから、この辺のことも、

これからの仕事内容には支障がないと思いますけれども、考慮しなくてはならない

１つかなと。 

   さらに、「外部に開放される箇所にはエアカーテンを備えるよう努めること。」と、

エアカーテンも先ほど言ったエアシャワーも、恐らく何１つないと思うんですね。で

すから、改築を目指すなら、力を入れないで、何かの方法で、これから夏場になる段

階で苦慮できるものは苦慮していただきたいなと、そのように思っております。 

   さらに、温度管理なんですね。温度は２５度Ｃ以下、または湿度は８０％以下に保

つよう努めることということがうたわれております。 

   学校給食衛生管理基準でありますから、何らかの努力はしなくてはならないと思う

んですが、教育長、答弁をお願いしたいと思います。 
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○議長（白岩征治君） 教育長、鈴木且雪君。 

○教育長（鈴木且雪君） 大石議員のおただしにお答えいたします。 

   議員のほうからお話しいただいたように、本当に今現在の給食センターの環境の中

で、センターの職員一生懸命やっていただいております。 

   今指摘された部分について、エアカーテンなどもありませんし、湿度も高くなる中

で、網戸で窓をあけたり、その中でやっぱり網戸からも小さい虫も入ってくる可能性

もある。そういう中で、本当に細心の注意を払ってやっていただいております。 

   安全・安心の給食ということは、もう基本中の基本でありますので、保健所の立ち

入り検査等も受けて、そういうものにおいてはクリアしているといいますか、安

全・安心な給食をつくる面において、全く何というんですか、適していない環境とい

うわけではなく、やらせていただいている状況です。 

   なかなか本当にそういう中での努力によって今なされておりますが、本当に子ども

たちの口に入るもの、そして体をつくる基本ということですので、細心の注意を払っ

てやっていただくよう、これからも一緒にやっていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 教育長が申されるとおりだと思います。今、持続して給食が子

どもさんたちに提供されているということは、これは通常どおりの給食が行われてい

るということはそれでいいのかなと、そのようにも思いますが、その現場に立ち向か

う方々は、毎日何か起きなきゃいいなという気持ちはいっぱいだと思うんですね。ま

ず、設置されている設備も、何かもう既に壊れそうだと。夏休みに入る１日前に壊れ

れば、処分はとまらないということもありますけれども、やはり何か起きた場合には、

誰が責任とるんだということになりますから、ぜひとも教育長には、これからも学教

教育課長ともども目を配っていただいて、早急に村長の力で、新たな給食センターを

望むことで、この質問は終わりたいと思います。 

   続いて、要旨の生活改善センターの改築についてであります。 

   生活改善センターは、昭和４６年３月にできておりまして、築が４７年経過してい

ると、老朽化が激しくなっておりますので、改築の必要性がありますけれども、どの

ようなお考えなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） 生活改善センターの改築についてのおただしでございます。 

   ご指摘のとおり、もう昭和４６年３月でございますので、当時とすればよかったん

だろうと思いますが、だんだん職員数の増加や行政需要の多様化、事務量の問題等か

らだんだん手狭になってまいりました。そのため、本庁舎の改修や庁舎機能の分散化

を行って対応してきたところでございますが、ここに来てといいますか、３・１１以

降の昭和５６年に規定された耐震基準以前といったこともありますので、やはり安全

性の問題、それから先ほどの老朽化、それから規模、いろんなことを考えましたとき

に、建てかえというか、いろいろるるありましたが、ワンストップとかサービスの向
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上ですね、そういったことを含めた新庁舎、総合庁舎といった、今日、一番最初のお

話もありましたが、やっぱり新たな行政拠点といったものの中にこれも組み入れて、

そして機能の集約と、それから今後の対応に向けての考えとして、総合庁舎に入れ込

んだ対応というふうにしてはどうかと今思っているところでございます。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） １４番。村長から答弁をいただきました。 

   私、２年前でしたか、選挙で歩いているときに、今度新しく庁舎できるんだよねと

いう、何か数名の方に問いかけられました。私知りませんと。給食センターも古いし、

生活改善センターも古いし、２万人になりそうな村で、文化センターの大研修センタ

ーも狭いんです。エアコンも入っていないんです。庁舎どころじゃありませんと、私

言いました。「でも、何か庁舎つくるという話があるんだけれども、どうなんだい」

と、そういう話でした。 

   ですから、庁舎ができること、拠点プロジェクトの中で、この村の村有地、大変広

くなって、どこに何つくってもおかしくない、すばらしい土地を持っていますから。

ぜひとも村長の城を、何でもいいからつくればいいと、そのようには思いますけれど

も、とにかく庁舎って、家だって中身が悪かったら何にもならないですね。だから、

私が思うのには、とりあえず庁舎ね、外壁だけ色を染めてもらって、それでもうちょ

っと我慢してもらって、エアコンもきれいに入れたし、議場もきれいになっているし、

もうちょっと別な角度から見詰めたらいいんじゃないかなと、そのようにも思います。 

   村長の夢は夢はして、ぜひとも実現に向かって進むことは、大いに結構だと思いま

す。 

   前、ポンプ操法のときに、来費の方と一緒に熊倉小学校でポンプ操法を見てきた。

ポンプ操法というのは、結構時間があって、来賓同士で庁舎見えるんですね、向こう

からこういうふうに見ると、後ろ側が見えるんです。「おじさん、あれ黒いのを白く

できねえのかい」と言うんだよね。髪の毛だら簡単だけれども、あのなかなか予算か

かるでしょうって。村長がいるんだから、村長に言ってくださいよって私言ったんで

すが、私のほうに言われて。そして、担当課のほうには申したんです。ですが、やは

り予算がつかない状態で来ていますから、今もそのままの状態かなと、そのようにも

思っております。 

   家庭におかれても同じ、なかなか予算がつかなければやれないというのは同じだと

思います。 

   それで、何をやりたい、かにをやりたい、例えば私が言うように、給食センターも、

文化センターの大広間も、そして生活改善センターも、言ってもできないです。私は、

自分の職柄、いろんな会社との貢献というか、つき合いがあります。すごい不景気で

す。もう本当に不景気です。会えば仕事ないね。外国人さんのバイヤーに聞けば、日

本はもっと悪くなる。今まで景気のよかった運送屋さんが、トレーラーが毎日休んで

いる。今までトラック使ったやつが、電車でコンテナ積みで、とにかく交通費を浮か

せている。あとは羽田なり成田まで運ぶだけだと。 
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   そういう中で、これから先は本当にもっともっと企業が合併したり、お互いに共通

部品を使っているということで、厳しくなるのではないかなと思う中で、重点事項を

これは何年までやるんだと。５年計画、１０年計画でやはり練って、そしてやってい

く方向がいいのかなと思うんですが、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） いい話し出ましたですね。そのとおりです。 

   今回の地方創生、あるいはいろんな意味で、やっぱり少子高齢化と人口減少社会に

あって、どうこの地域を人が暮らせる、いい意味でいい人生を送るためにという仕掛

けの中に、この事業が１つ入っていたわけです。役場もそういった意味で老朽化、ご

指摘のとおり給食センターも喫緊の課題です。 

   ではということになりますと、もう既にこの計画は、例えば県道増見線のところを

６反歩、何年前でしたっけ、買いましたね。あのときから話は実は出ているわけです。

何のために買うんですか。あれは、やっぱり将来に備えるといったことで、駐車場に

も使えるでしょうと。そういったことがいろいろ、時期と実は時系列的には合ってい

るわけです。 

   今のところ、最終的にとなると、大体、住宅で家が建っている境界までの話は、協

力者が出てきましたので、それでということになりますが、やっぱり１つは防災とか

拠点としての機能、同時に福祉、教育、それからワンストップとか、さっき利便性、

トイレの問題とか、いろんな今までのご要望ありましたですね。これをどのように今

解決していくのかといった、このプロットをする必要が、要するにどこに何をつくる

か、動線はどうなるのか、それから常時の場合、非常時の場合どうするんだ、あるい

はイベントの場合どうする、いろんなことを考えて、一番いいところで１つは固定し

ておきたいと。 

   そうしますと、次は今度は財源と手順、手元にないようにといった開発のスケジュ

ールが必要になるわけです。それができて、その上は財源です。一番は、冒頭から出

ていますように、今後の福祉、扶助費等は増えていく、これは止まらん。そのために、

どこを我慢して、どのように継承していくか。介護保険料を下げてくれ、その他もろ

もろの問題が出てきます。景気がそれを解決してくるのかどうかわかりませんが、そ

れを脇に見ながら、我々は村政という１つの姿形を日常出していく必要があるわけで

あります。 

   それらを満足しながら、今のこの役場機能といったものも整備していくと、この

２つの目標に向かっていくわけであります。やはり、計画は当然、手戻りあるいは、

しまった、あのときこれまで考え至らなかったといったことのないようなことまで今

回はやっておきたい、それが夢になったり、あるいは現在の地方創生のハード面の補

助がついたりといった入り口が出てきましたので、さらに庁舎についても先ほど申し

ましたが、やはりこれまでは役場は最後でいいと、それはお金たまってからやりなさ

いと、あるいは起債は認めますが、財源措置はしませんといったことが一転したわけ、

今年から。それは、３・１１と熊本があって、行政機能がダウンした場合はサービス
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どころじゃないと、何やっているんだといったことを踏まえて、そして役場のための

財源措置もしていくということが明らかになったということも１つの入り口には達す

るわけであります。 

   しかし、同時に全部できるわけではありませんし、なおかつ、それも手戻りないよ

うに、なおかつ日常がこの手順でよかったなといったこともいろいろ考えながらとい

うことで今、いろんなお知恵をかりてやっているわけであります。 

   おっしゃるとおりの村民の利便がまずナンバーワン、２番目にというこの庁舎の手

順はありますので、さらに給食センターその他のこともありますが、相対的にこれを

考えながら、財政上は対応していくという基本でいたいと思っております。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 再度質問させていただきます。 

   西郷村も２万人を超えたと。たまたま西郷村で育って、都会に行っている方が帰っ

てきて、今、人口どのぐらいなの、２万人超えましたと、何でまだ２万人なのかと。

これだけの面積でこれだけの利便性があって、まだ２万人なのかと。だから、見方に

よっては、全国で３番目の村だと。人口は３番目の村だと言いながらも、もうちょっ

と手を加えれば、もうちょっと人口増えるんじゃないかということを言っているのか

なと。その辺は、それ以上のことは私は聞きませんし、それ以下も聞きませんでした。

ただ、ちょっとがっかりしました。若いときから２万人を目標にしていますから。で

も、見る方から見れば、反対の見方もあるんだなと、そのようにも思います。 

   それで、もうちょっと若いころに、田中角栄の生きざまを書いた秘書の本を読ませ

ていただいたことがあります。田中角栄は、そんな簡単に自然を彫刻するなと、彫刻

したところはもう戻らないぞと。例えば、山削っちゃったら、もうそれは削ったまん

まだぞと。あとは、真っすぐなメーンストリートを１つつくれと。そして、学校をつ

くれ、銀行を置け、マーケットを置けと、その周辺は必ず伸びるぞと私は読みました。 

   ですが、今はそういう場所がいっぱいあるんですね、これ。どこの町村に行っても、

メーンストリート的なものはあって、マーケットだって、例えば隣の薬屋さんだって

そっちこっちにあって、あと病院があって。ですから、すごく難しいんですね、これ。

交通網が発達したことによって、大変難しい時代なんです。 

   ですから、やはり村民の生活に密着したもの、もちろん役場庁舎もそうでしょう。

ですが、やはり便利性を売り出して、もっともっと人口の増える村だと、何言ってい

るんだって、地方創生で１０年後には１万７,０００人になるんだぞ、１万

５,０００人になるんだぞと、ふざけんなと、俺の村見てみろと。日本でも珍しい新

幹線あるんじゃないかと。日本で、村にインターチェンジとはわかりませんが、ある

んじゃないか。村の機能どうしたと、ほかにワーストスリーなんて言われるものなん

か何もないぞと。新しく来た奥さん方、胸張って言えたらどうですか、村長。庁舎も

しかりですね。ゆとりがないから、スペースが、だから、それも村長の言うとおりか

もしれません。 

   だが、私が思うのには、村長は一番やりがいのある村だと思うんですが、いかがで



－120－ 

しょうか。 

○議長（白岩征治君） 村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） やっぱり、私もずっとこの西郷村の成り立ちとか、あるいは白河

藩における西郷村の寄与率とか、あるいは歴史から見てということを考えたときに、

本当にいいところだというふうに思っています。やはり、それは環境上ももちろんそ

うですが、いろいろ努力した人の足跡がわかるわけであります。 

   我々はそれを継承し、なおかつ発展させていくという義務があって、どっちにしろ、

その部署にいる機会というのはそんなに長くありませんので、全力投球をして次の世

代にいい形でリレーできるということになったときに、やっぱり先人の自然条件を使

った産業興し、要するに経済力を手にするといったところと、さらに環境を守りなが

ら、あるいはこの大命題である教育力を高めるとか、あるいは芸術文化、あるいは福

祉の村づくりとか、やっぱりいろんな考えが、昔のことを聞くと出てきます。 

   そういうところを、西郷村では何が売りになるのかなといったところを考えて、い

ろいろ県の町村会とか、いろいろ全国の市町村長と話をします。やっぱり、西郷はい

いところですよね。青森の町村会の会長がいて、今、東通村の村長さんやっています

けれども、向こうも非常に条件は、原発等があっていいですよね。ただ、やっぱり西

郷の、新幹線で東京へ行くとき、必ずここを通りますので、もう西郷は最高ですねと、

自然条件と例えば海の地震関係、災害関係、８・２７災害はよくわからないで言って

いるんだと思いますが、なおかつ、会津藩の斗南という移住があって、少なからず因

縁はあるわけですが、やっぱりこの気質、あるいは助け合いとか、あるいは進取の気

性とか、いろんなことが、西郷は要するに人の交流が多いと、うらやましいと。要す

るに、もともと西郷村にいた歴代、ずっと何代もいる家、あるいはほかから来てくれ

る人がいて、実はそこで意見の交換とか、あるいは新たなものを生み出す力といった

ものが非常に幅広く、深くできるのではないかといったことをよく言われます。 

   まさしく、今の庁舎をつくったときの人口１万人から今２万人、倍増していますよ

ね。それは、いわばほかから来て定着している結果でありますので、それが多分切り

口１つではない、いろんな局面を全部照らし合わせて、多分この人間の感覚というの

は、ここに住もうとかそういう判断が出てくるんだろうと思いますので、いわばそう

いう中にあって、先人の思い、あるいは今のなすべきこと、強く前進させる一助にな

ればいいというふうに思っています。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 最後の質問とさせていただきますが、自分の持論も入って質問

しているわけですけれども、先人があって、今、村があると。新幹線ができたいきさ

つも十分聞いております。インターチェンジができたいきさつも十分聞いています。

話として聞いています。それを守るだけでも大変な時期ですよね。インターチェンジ

らしきもの、スマートインターが奥にできてきていると、便利性は遠くにまで、いろ

んなところにでき始まっているということですね。 

   ですから、俺の村で誇れるものといったら何だといったら、やはり先人が残してく
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れた地の利だと、私はそう思っています。ですから、村長の親がつくった生活改善セ

ンターかもしれません、給食センターかもしれません。でも、村長は県の会長を務め

た方なんですから、一人だけの力では間に合わないときは、人の力もかりるような考

えで、ぜひとも給食センターも、村長が言うように文化センターも─文化センター

は言ってなかったですか、庁舎も、立派なものを残せるように、スクラムを組んで、

ぜひとも頑張っていただければいいなということを申し添えて、私の質問を終わりま

す。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君の一般質問は終わりました。 

◎散会の宣告

○議長（白岩征治君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

   なお、３月１４日は一般質問として予定しておりましたが、議会運営委員会の答申

により、議案調整日として休会といたします。 

   また、３月１６日は定刻から会議を開きます。 

   本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

（午後４時１７分） 
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